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第１章  都市計画対象事業の名称 

 

名古屋都市計画事業 茶屋新田土地区画整理事業 

     

第２章  都市計画決定権者の名称 

 

名古屋市 

 

第３章  事業者の名称 

 

（仮称）茶屋新田土地区画整理組合 

 

第４章  都市計画対象事業の目的及び内容 

１  都市計画対象事業の目的 

茶屋新田地区は、名古屋市の南西部に位置し、農業を中心とした土地利用がされているが、北

側の春田野地区、福田地区の土地区画整理事業等により市街化がされている。南陽大橋が開通し、

広域的な幹線道路の整備も進みつつある。この土地区画整理事業は、これらを活かした良好な市

街地の形成を行うため、道路、公園等の公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るもので

ある。 

 

２  都市計画対象事業の内容 

（1） 都市計画対象事業の種類 

土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第２条第１項に規定する土地区画整理事業   

 

（2） 都市計画対象事業が実施されるべき区域の位置 

都市計画対象事業が実施されるべき区域（以下、「事業実施区域」という。）は、名古屋市南

西部に位置する水田を主体とする区域であり、概ね、西側は２級河川戸田川、東側は１級河川

新川・１級河川庄内川、北側は東海橋線、南側は戸田荒子線で囲まれた市街化調整区域で、愛

知県名古屋市港区大西一丁目、西茶屋二丁目の各全部及び秋葉二丁目、秋葉三丁目、大西二丁

目、大西三丁目、川園一丁目、川園二丁目、西茶屋一丁目、西茶屋三丁目、東茶屋一丁目、東

茶屋二丁目、東茶屋三丁目、東茶屋四丁目の各一部から成る図 4.2-1 に示す位置とする。 

 

（3） 都市計画対象事業の規模 

施行区域の面積         147.5ha 
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（4） 都市計画対象事業に係る土地の利用計画 

ア  公共施設の配置 

土地利用計画は、図 4.2- 2 に示すとおりである。 

（ｱ） 道路計画 

事業実施区域及びその周辺には名古屋環状２号線（国道 302 号）、都市計画道路戸田荒子

線（市道）、都市計画道路万場藤前線（市道）があり、これらを基幹として区画道路を配置

する。 

また、都市計画道路戸田荒子線（市道）については、幅員 28ｍに拡幅する。 

（ｲ） 公園・緑地計画    

公園は、地区面積の３％以上の面積を確保することとし、誘致距離等を考慮のうえ適正

配置する。また、緑地については適宜配置する。 

公園・緑地の規模は、表 4.2- 1 に示すとおりである。 

 

表 4.2- 1  公園・緑地の規模 

番号 規模 

① 約 0.3ha 

② 約 0.7ha 
③ 約 1.1ha 
④ 約 0.9ha 
⑤ 約 0.1ha 
⑥ 約 0.1ha 
⑦ 約 3.2ha 

注）公園・緑地の位置は、図 4.2- 2 に示すとおりである。 

（ｳ） 下水道計画 

ａ  雨水排水 

雨水は、側溝等により排水し、事業実施区域外へは水路を経由して、東小川へ排出し、

さらに日光川へ排出する。 

また、雨水の流出増に対応するため、各流域毎の面積１ha あたり 700ｍ3の容量の調整

池を設置する。 

ｂ  汚水排水 

汚水は、下水道を整備し、打出終末処理場において処理する。 

 

イ  宅地の利用計画 

住居系を主体とし、ゆとりある良好な居住環境を備えた住宅地の用途とする。  

幹線道路の沿道には、沿道サービス機能及び商業機能を主とした沿道型商業施設の用途を

配置する。 

土地の利用目的ごとの概ねの面積は、表 4.2- 2 に示すとおりである。 
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表 4.2- 2 土地の利用計画 

土地の区分 
面積 
(ha) 

割合 
(％) 

道路 27.1 18.4 

公園・緑地 6.4 4.3 

水路 0.4 0.3 

調整池 3.6 2.4 

宅地 110.0 74.6 

計 147.5 100.0 

注）宅地には、その他の公益的施設として 

斎場用地及び関連整備用地を含む。 

   

ウ その他の公益的施設の計画 

公益的施設は斎場施設等を想定し、施行区域面積 147.5ha のうち斎場用地面積が約 5.1ha、

関連整備用地面積が約 1.2ha である。 
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（5） 都市計画対象事業の工事計画の概要 

工事期間としては、概ね 10 年間を想定した工事計画とした。工事内容は地権者等と調整しな

がら工事を進めていくことになるため、現段階では詳細な工事計画を策定することは困難であ

るが、準備工、整地工、水路築造工、道路築造工等として可能な限り具体化した工事計画とし

た。 

整地工は、既設道路の高さを基本に、地区外から約 930,000ｍ３の土砂を搬入する盛土工を主

体とし、搬入する土砂については土壌汚染に係る安全性が確保された土を使用する。 

また、調整池や水路等の整備にあたっては、掘削工事を行う。掘削工事により発生する土砂

は約 76,000ｍ３であり盛土材として再利用する工事計画とした。 

工事用車両の主な運行ルートは、名古屋環状２号線（国道 302 号）、東海橋線及び戸田荒子線

である。 

工事工程の概要は、表 4.2- 3 に示すとおりである。 

 

表 4.2- 3  工事工程の概要 

工事時期 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

準備工           

整地工                     

水路築造工                     

道路築造工                     

埋設管工                     

調整池築造工                     

公園等整備工事                     

建物移築                     

斎場建設工事                     

注）整地工には仮設沈砂池の築造を含む。 
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３  環境配慮事項 

本事業の計画策定時に環境に配慮した事項は以下に示すとおりである。 

（1） 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 

事業実施区域内及び北側と東側には、住居や学校・保健・医療機関などの保全対象の施設が

存在することから、それらの施設等への影響を回避・低減させるため排出ガス対策型及び低騒

音・低振動型の建設機械の積極的な採用と工事用道路は幹線道路を使用するとともに工事用車

両の分散化を図り、工事施工ヤードは事業実施区域外に設置しない等の工事計画とした。また、

住宅地に近接している箇所では建設機械の複合同時稼働を極力避けることとした。 

事業実施区域内の雨水は、東小川等を経由し日光川に排水していることから、それらの河川

への雨水による汚濁の影響を回避・低減させるため、造成工事に先行して仮設の沈砂池を設け

る工事計画とした。 

造成工事で使用する盛土材は、土壌の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類による土壌の

汚染に係る環境基準への適合、産業廃棄物に該当しないことの確認等の安全性が確保された土

を搬入することとした。 

（2） 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

事業実施区域周辺の動植物への影響を回避・低減させるため、工事用道路は幹線道路を使用

して工事用車両の分散化を図り、工事施工ヤードは事業実施区域外に設置しない工事計画とし

た。 

事業実施区域内の雨水は、東小川等を経由し日光川に排水していることから、それらの河川

に生息・生育する動植物への雨水による汚濁の影響を回避・低減させるため、造成工事に先行

して仮設の沈砂池を設ける工事計画とした。 

（3） 人と自然との豊かな触れ合いの確保及び地域の歴史的文化的特性を生かした快適な環境の創

造 

事業実施区域及びその周辺は、水田と中高層及び低層の住居が存在していることから、人と

自然との触れ合いができ、多様な動植物の生息・生育が確保される公園・緑地を配置する土地

利用計画とした。 

（4） 環境への負荷の低減 

工事の実施に伴う建設発生土については、造成工事における盛土材として使用するとともに、

他事業での建設発生土についても、土壌の汚染に係る環境基準及びダイオキシン類による土壌

の汚染に係る環境基準への適合、産業廃棄物に該当しないことの確認等、安全性を確保し、可

能な限り活用し、建設発生土の再利用を促進する工事計画とした。 

また、既存工作物の撤去に伴い発生するアスファルトがら等については、再資源化施設へ搬

出するなど、有効利用に努める。 
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第５章  都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況 

事業実施区域及びその周囲は名古屋市南西部に位置しており、事業実施区域及びその南側と西

側は水田を主体とした地域であり、北側と東側は市街地となっている。 

 

第１節  自然的状況 

表 5.1- 1  自然的状況 

項  目 地域特性 

気  象 

事業実施区域の位置する名古屋市は、濃尾平野の中央部を吹走してくる北西の風

の道にあたり、冬季には北西の風が卓越している。夏季は、鈴鹿山脈越えの西風に

よるフェーン現象等により高温が出現しやすく、さらに海風の侵入により湿度が高

い。 

事業実施区域周辺に位置する大気汚染常時監視測定局である南陽支所では平成

16 年度には年間を通して北西の風向が卓越し、夏季の８月には南東の風向が卓越し

ていた。 

大気質 

事業実施区域及びその周辺に設置されている大気汚染常時監視測定局は、南陽支

所と惟信高校の２局である。 

また、粉じん（降下ばいじん）は、港区の国際留学生会館において測定されてお

り、ダイオキシン類は富田支所で測定されている。 

二酸化硫黄については、過去５年間の測定結果では南陽支所と惟信高校で平成 12

年度を除き、環境基準及び名古屋市が定める環境目標値を達成している。 

二酸化窒素については、両測定局とも環境基準を達成し、環境目標値には惟信高

校で平成 16 年度に達成しているが、南陽支所では達成しない状態が続いている。 

浮遊粒子状物質については、南陽支所では平成 12～16 年度、惟信高校では平成

13～16 年度に環境基準及び環境目標値を達成している。 

港区の国際留学生会館における平成７～11 年度の降下ばいじんの年平均値は 2.1

～3.4 t/km2/月である。なお、降下ばいじんについては平成 11 年度で調査が終了し

ている。 

富田支所における平成13～16年度のダイオキシン類は環境基準を達成している。

騒  音 

事業実施区域及びその周辺では、環境騒音が平成 16 年度に９地点で調査されてお

り、昼間の時間１地点、夜間の時間１地点で環境基準を上回っていた。 

また、道路交通騒音が平成 15 年度に７地点で調査されており、国道 302 号では

環境基準達成率が 100％であった。 

振  動 

事業実施区域及びその周辺では、平成 15 年度に道路交通振動が５地点で調査され

ており、いずれの地点においても振動規制法第 16 条第１項に基づく道路交通振動の

限度の値を下回っていた。 

水  象 

事業実施区域の東側には１級河川庄内川、１級河川新川、西側には２級河川日光

川、２級河川戸田川、２級河川福田川がある。 

また、事業実施区域内の雨水は、南側に位置する茶屋新田排水機場より準用河川

東小川に流入し、さらに、下流端の戸田茶屋排水機場より日光川へ流入しており、

事業実施区域は日光川水系となっている。 

水  質 

日光川では、ＢＯＤは環境基準に適合しており、健康項目ではいずれの項目にお

いても、環境基準を達成していた。 

ＢＯＤは庄内川、新川では環境目標値に適合しており、福田川では平成 12、14、

15、16 年度に環境目標値に適合し、戸田川では平成 12～16 年度に環境目標値に適

合していなかった。 

底  質 
日光川ではダイオキシン類は環境基準以下であった。 

総水銀とＰＣＢは、日光川と庄内川では底質の暫定除去基準以下であった。 
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表 5.1- 1  自然的状況（続き） 

項  目 地域特性 

地下水 

事業実施区域及びその周辺では、平成 12～16 年度に５地点で地下水の水質調査が

されており、いずれの地点においても環境基準に適合している。 

また、地下水位は３地点で調査されており、近年は緩やかな上昇を示している。

土  壌 

事業実施区域及びその周辺の近傍では平成７年度と平成 11 年度に８地点で調査

されており、いずれの地点においても環境基準に適合していた。 

事業実施区域内では平成 10、15 年に合計４地点で既往調査を実施しており、いず

れの地点においても環境基準に適合していた。 

地  盤 

事業実施区域及びその周辺では２地点で地盤沈下の状況が観測されており、新茶

屋における過去５年間では 0.02cm 沈下している。 

また、事業実施区域周辺では沖積層（南陽層）が分布し、下位には洪積層（熱田

層）が分布しており、標準貫入試験結果から沖積層におけるＮ値の平均値は、粘性

土層（粘土層及びシルト層）で３、砂層で 11 である。 

事業実施区域内では平成 14 年に１地点で既往調査を実施しており、沖積層は深さ

1.15～5.7ｍに砂層、5.7～15.0ｍに粘性土層が分布し、Ｎ値はそれぞれ 4～18、0

～4 の範囲であった。15.0ｍ以深に分布する洪積層は、砂層が優勢であり、Ｎ値は

9～50 以上の範囲であった。 

地  形 

事業実施区域周辺は、濃尾平野南部に位置し低平な沖積平野からなる。事業実施

区域が位置する干拓地は、主として江戸時代以降に造成されたものであり、海水準

以下のゼロメートル地帯であり、極めて平坦な地形である。平成 12 年９月の東海豪

雨では事業実施区域の北側の一部において浸水していた。 

事業実施区域周辺には、学術上または希少性の観点から重要な地形は存在しない。

地  質 

事業実施区域の沖積層（南陽層）は、粘土・シルト及び砂の互層で構成されてお

り、基底面は北及び西に深く、南及び東に浅くなる傾向にある。 

事業実施区域周辺には、学術上または希少性の観点から重要な地質は存在しない。

動  物 

①哺乳類 

  既往調査では、アブラコウモリ、クマネズミ、ヌートリアの２目３科３種が確認

された。文献調査ではカヤネズミ、アカネズミ、タヌキ、イタチの４種が重要な種

としてあげられた。 

②鳥類 

既往調査では、11 目 27 科 64 種が確認された。文献及び既往調査でチュウサギ、

オオタカ、イカルチドリ等の 72 種が重要な種としてあげられた。 

③両生類・爬虫類 

既往調査では、トノサマガエル、ダルマガエル等１目２科５種の両生類、クサガ

メ、アオダイショウ等２目３科５種の爬虫類が確認された。文献及び既往調査で爬

虫類ではクサガメ、スッポン、シマヘビの３種、両生類ではトノサマガエル、ダル

マガエルの２種が重要な種としてあげられた。 

④魚介類 

既往調査では、２目４科７種の魚類、３目４科４種の貝類及び甲殻類等が確認さ

れた。文献及び既往調査でメダカ等の５種の魚類、マルタニシ等の５種の貝類が重

要な種としてあげられた。 

⑤昆虫類 

既往調査では、14 目 107 科 304 種が確認された。文献及び既往調査でニイニゼミ

等の 31 種が重要な種としてあげられた。 

⑥陸産貝類 

既往調査では、オカチョウジガイ、ナメクジ、ウスカワマイマイ等１目４科９種

の陸産貝類が確認された。文献及び既往調査では重要な種は確認されなかった。 
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表 5.1- 1  自然的状況（続き） 

項  目 地域特性 

植  物 

既往調査では、確認された植物種は 51 科 173 種であった。既往調査によると、

調査地域には大きく分けてオギ群落・セイタカアワダチソウ群落・水田・畑地・樹

園地の５植生が成立しており、水田が最も広い面積を占めていた。文献及び既往調

査でカワヂシャ等の 26 種が重要な種としてあげられた。植物の重要な群落は文献及

び既往調査では確認されなかった。 

生態系 

事業実施区域及びその周辺は、地形的には 17 世紀に造成された干拓地に属し、標

高の低い、極めて平坦な地形となっており、土地の利用状況は水田及び市街地が主

体である。 

自然環境は、水田環境が大部分を占めており、河川下流域や河口の一部にヨシ群

落を中心とした河川敷の環境が分布するほか、畑地環境、草地環境が点在する程度

であり、まとまった森林環境は全くみられない。 

景  観 

事業実施区域の北側と東側では中高層及び低層の住居等による市街地景観であ

り、事業実施区域及びその南側と西側では市街化調整区域で水田の広がる田園景観

を主体としている。事業実施区域及びその周辺の主要な眺望点は、「戸田川緑地」の

展望塔と「名古屋港ポートビル」の展望室であるが、現地踏査によると建築物によ

り遮られ、事業実施区域を望むことができなかった。また、事業実施区域内には、

河川風景、海岸風景、植物の自生地等で優れた景観資源として認められるものは存

在しない。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

事業実施区域周辺には、史跡散策路があるが、自然探勝路、ハイキングコース、

海水浴場、スターウォッチング等の人と自然との触れ合いの活動の場は存在しない。

 

 

 

第２節  社会的状況 

 

表 5.2- 1  社会的状況 

項  目 地域特性 

人口及

び産業 

平成17年の名古屋市の人口は2,215,031人、港区は151,861人、南陽学区は8,244

人である。 

名古屋市の産業構成人口は、卸売・小売業・飲食店、サービス業、製造業の順に

多くなっており、港区では、卸売・小売業・飲食店、製造業、サービス業の順に多

くなっている。 

土地利用 

事業実施区域及びその南側と西側では、水田を主体とする土地利用であり、北側

と東側では住宅を主体とした市街地である。 

事業実施区域及びその南側と西側では市街化調整区域であり、北側と庄内川の東

側では市街化区域となっている。 

河川等

の利用 

事業実施区域周辺の河川では、戸田川で漁業権が設定されており、コイ、フナ等

を養殖しているが、庄内川、新川、日光川、福田川及び東小川では漁業権は設定さ

れていない。 

港区における地下水の揚水量は、平成 17 年３月末現在、総数では 5,085ｍ3/日で

あり、工業用で 3,782ｍ3/日、農業用で 1,275ｍ3/日となっている。 

農業用水の水源は、木曽川から導入された宮田用水であり、現在ではパイプライ

ンにより灌漑されている。 
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表 5.2- 1  社会的状況（続き） 

項  目 地域特性 

交  通 

事業実施区域の北側には、ＪＲ関西本線、近鉄名古屋線があり、東側には平成 16

年 10 月にあおなみ線が開通した。 

事業実施区域及びその周辺の主な道路は名古屋環状２号線（国道 302 号）、国道１

号西線（国道１号）、名四国道線（国道 23 号）、東海橋線（市道）、戸田荒子線（市

道）、万場藤前線（市道）等がある。 

配慮が特

に必要な

施設等 

事業実施区域及びその周辺には、学校等の教育施設が 26 施設配置されている。 

また、病院及び社会福祉施設は 21 施設配置されている。 

事業実施区域の北側には、低層住宅、中高層住宅が隣接し、東側には新川沿いに

集落がある。南側及び西側は、水田の中に集落が点在する状況である。 

下水道 

下水道の整備率については、名古屋市全体が約 98％、港区が約 90％、南陽学区が

約 50％となっている。南陽学区は学区の大半が市街化調整区域であり、下水道整備

が未実施であるため、下水道整備率は低くなっている。なお、事業実施区域では、

下水道は整備されていない。 

環境の保

全を目的

として法

令等によ

り指定さ

れた地域

等 

名古屋市は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域におけ

る総量の削減等に関する特別措置法」に規定する窒素酸化物及び粒子状物質の対策

地域となっている。 

事業実施区域及びその周辺には国設藤前干潟鳥獣保護区が指定されており、一部

は特別保護地区となっている。名古屋市全域では銃猟禁止区域が指定されている。

なお、特別保護地区は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条

約」（一般に「ラムサール条約」と呼ばれる。）の登録湿地となっている。 

その他

の事項 

名古屋市における平成 16 年度の公害の苦情件数は 2,503 件であり、港区では、

総数で 286 件、大気汚染（ばい煙）101 件、悪臭 84 件、騒音 69 件である。 

 

- 12 -



第６章  方法書についての意見の概要及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

    

名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理事業に関し、環境影響評価法（平成９年６月 13 日

法律第 81 号）第７条の規定に基づき、環境影響評価方法書を平成 14 年 11 月 12 日から平成 14

年 12 月 11 日まで名古屋市住宅都市局都市計画課、名古屋市環境局環境影響評価室、港区役所南

陽支所及び 16 区役所で縦覧に供し、24 名が縦覧した。 

また、平成 14 年 11 月 12 日から平成 14 年 12 月 25 日まで環境の保全の見地からの意見を求め

たところ、同法第８条第１項に基づく意見書の提出はなかった。 
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第７章  方法書についての愛知県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

 

環境影響評価法（平成９年６月 13 日法律第 81 号）第 10 条に基づく、環境影響評価方法書につ

いての愛知県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解は以下に示すとおりである。 

 

事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(1)当該事業については、具体的な事業内容

を踏まえ、より確実性の高い環境影響評価

を実施し、その結果を事業計画、環境保全

措置の検討、施工時の環境への配慮等に反

映する必要がある。このため、事業計画、

工事計画等をより具体化し、その計画に即

した環境影響評価の結果を準備書に記載す

ること。 

環境影響評価準備書においては、事業計

画、工事計画等を可能な限り具体化し、そ

の計画に基づき予測・評価を実施し、それ

らの結果について準備書に記載しました。 

(2)事業計画、工事計画等の検討に当たって

は、環境保全対策に関する最新の情報を考

慮して、最善の利用可能技術を導入するな

ど、より一層の環境負荷の低減について検

討すること。 

事業計画、工事計画等の検討に当たって

は、最新の情報の収集に努めるとともに、

最善の利用可能な技術を導入するなど、実

行可能な範囲で環境負荷の低減に努めてま

いります。 

共
通
事
項 

(3)この地域は、海抜ゼロメートル地帯であ

り、緩い砂層と軟弱粘土層で構成されてい

るので、これらに配慮した事業計画を作成

すること。 

この地域は海抜ゼロメートル地帯である

ので、雨水流出量を抑制するため、適宜調

整池を設けたり、造成地盤高や軟弱地盤対

策についても配慮しました。 

(1)事業実施区域及び周辺地域には、学校、

病院等の特に環境保全に配慮が必要な施設

が立地し、住宅地にも隣接していることか

ら、工事計画の検討に当たっては、積極的

に低公害型の建設機械を使用するととも

に、建設機械の配置等に配慮し、できる限

り環境負荷の低減を図ること。 

工事計画の検討にあたっては、低公害型

の建設機械を可能な限り採用する計画とし

ました。 

また、学校、病院等の特に環境保全に配

慮が必要な施設が立地している区域に隣接

している場所については、建設機械の配置

等についても配慮しました。 
(第９章 第１節 １大気質、２騒音、３振動  参

照) 

(2)事業実施区域が広大であり、工事期間が

長期間にわたることから、年度ごとの具体

的な施工区域及び施工内容を明確にすると

ともに、必要に応じて大気質、騒音及び振

動に係る調査地点を追加し、適切な予測、

評価を行うこと。また、予測時期について

も工事全体の工事量を考慮するだけでな

く、周辺環境に最も影響が考えられる時期

を適切に設定すること。 

事業実施区域が広大であり、工事期間が

長期間にわたることから、年度ごとの具体

的な施工区域及び施工内容を検討するとと

もに、必要に応じて調査地点を追加し、適

切な予測、評価を行いました。 

予測時期についても工事計画を基に建設

機械による影響が最大となる時期を想定し

ました。また、学校、病院等の特に環境保

全に配慮が必要な施設が立地している区域

に隣接して施工する時期についても対象と

して予測、評価しました。 
(第９章 第１節 １大気質、２騒音、３振動  参

照) 

大
気
質
、
騒
音
、
振
動 

(3)事業実施区域の北側には中高層住宅が

あることから、騒音の高さ方向にも十分配

慮しながら、予測、評価を行うこと。 

周辺に存在する中高層住宅については、

騒音の高さ方向の予測、評価を行いました。
(第９章 第１節 ２騒音  参照) 

 

- 14 -



 

事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

大
気
質
、
騒
音
、
振
動 

(4)工事用道路として使用することとしてい

る既存道路及び新設道路（戸田荒子線の庄内

川以東）の沿道には、住宅、学校、病院等が

存在していることから、工事用車両の運行計

画の検討に当たっては、周辺環境への影響に

十分配慮するとともに、適切な地点で大気

質、騒音及び振動の環境影響評価を行うこ

と。 

工事用車両の運行に当たっては、運行ル

ートの分散化、車両台数の平準化に努めた

工事計画としました。 

また、工事用車両の運行に伴う環境影響

評価の実施に当たっては、住宅、学校、病

院等に近接している地点も対象としまし

た。 
(第９章 第１節 １大気質、２騒音、３振動  参

照) 

水
質 

工事に伴う濁水の影響の予測、評価に当た

っては、現地の土砂の沈降特性を把握して行

うこと。また、沈砂池の設置に当たっては、

沈降特性を踏まえ、必要な容量を確保し、濁

水の流出防止を図ること。 

雨水排水による濁水の予測、評価に当た

っては、土砂の沈降特性を把握するととも

に、十分な容量の仮設沈砂池を確保し、濁

水の流出防止に努めます。 
(第９章 第１節 ５水質  参照) 

(1) 土地造成工事により懸念される地盤沈

下の予測、評価に当たっては、予測時期を造

成工事終了直後としているが、造成による地

盤沈下は、時間経過とともに進行することを

考慮して行うこと。 

土地造成工事により懸念される地盤沈下

の予測、評価に当たっては、造成工事終了

直後からの時間経過も考慮した予測を実施

しました。 
(第９章 第１節 ６地盤  参照) 

地
盤 

(2) 事業実施区域及びその周辺のボーリン

グ調査結果や土質試験結果の資料の収集に

更に一層努めるなどし、地質断面図を作成す

るとともに種々の断面で地盤沈下の予測、評

価を行うこと。 

事業実施区域及びその周辺のボーリング

調査結果や土質試験結果の資料の収集に努

め、南北方向の３断面について地質断面図

を作成するとともに、地盤沈下量の予測、

評価を実施しました。 
(第５章 第１節 ３土壌及び地盤の状況、第９

章 第１節 ６地盤  参照) 

(1) 事業実施区域及び周辺地域には、水田雑

草群落を中心とした自然環境が残されてお

り、また既往調査ではダルマガエル、メダカ、

マメダオシ等の貴重な動植物も確認されて

いる。このような地域特性を踏まえ、事業計

画、工事計画等の具体化に当たっては、これ

らの動植物の生息、生育環境を把握した上

で、自然環境に十分配慮すること。 

事業計画、工事計画等の策定に当たって

は、重要な動植物の生息、生育環境を十分

把握したうえで、自然環境に十分配慮した

公園計画等を検討することとしました。 
(第９章 第１節 ７動物、８植物  参照) 

(2) 動物、植物及び生態系の調査範囲を事業

実施区域及びその周辺約200ｍまでの範囲と

しているが、水田生態系を構成する両生類な

どの生息状況を十分把握できるよう、必要に

応じ調査範囲及び調査時間を拡大すること。

両生類など行動圏の広い動物の調査にお

いては、事業実施区域及びその周辺 200ｍ

の調査範囲を、必要に応じ拡大して調査を

実施しました。また、昆虫類などの動物に

ついては夜間の調査も実施しました。 
(第９章 第１節 ７動物、８植物、９生態系  参

照) 

動
物
、
植
物
、
生
態
系 

(3) 植物の種の同定については、目視による

出現種の確認とともに、標本の保存などを行

い、種名が再確認できるようにすること。な

お、マメダオシについては、愛知県レッドデ

ータブックで絶滅種とされていることから、

種の確認を十分に行うこと。 

現地調査における種の同定については、

可能な限り写真撮影や標本の保存を行い、

種名が再確認できるよう努めました。また、

種の確認については専門家の意見を参考に

しながら確認しました。 
(第９章 第１節 ８植物  参照) 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(4) 工事の実施に伴う雨水排水による影

響については、雨水排水の放流先におけ

る植物への影響も懸念されるため、植物

についても予測、評価を行うこと。 

工事の実施に伴う雨水排水の放流先におけ

る水生植物についても予測、評価を実施しま

した。 
(第９章 第１節 ８植物  参照) 動

物
、
植
物
、
生
態
系 

(5) 重要な生物種の選定に当たっては、

最新の知見に基づき行うこと。 

重要な生物種の選定に当たっては、文化財

保護法に基づく天然記念物等に限定せず、

「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物  レ

ッドデーターブックあいち」及び「名古屋市

の絶滅のおそれのある野生生物  レッドデー

ターブックなごや 2004」も採用して選定を実

施しました。 
(第５章 第１節 ５動植物の生息又は生育、植生

及び生態系の状況、第９章 第１節 ７動物、８

植物  参照) 

景
観 

事業実施区域及び周辺地域は水田群と

住宅地域が混在した土地利用状況となっ

ている。景観の予測、評価に当たっては、

こうした土地利用状況を的確に把握でき

る予測地点を設定し、環境影響評価を行

うこと。 

景観の予測、評価に当たっては、現在と将

来の土地利用状況を的確に把握できる予測地

点を設定し、環境影響評価を行いました。 
(第９章 第１節 10 景観  参照) 

人
と
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
活
動
の
場 

事業実施区域及び周辺地域には、水田、

水路、社寺等が存在することから、人と

自然との触れ合い活動の場の実態を明ら

かにし、環境影響評価を行うこと。 

事業実施区域内及びその周辺の水田、水路、

社寺等における人と自然との触れ合い活動に

ついては実態調査を実施し、環境影響評価を

行いました。 
(第９章 第１節 11 人と自然との触れ合いの活動

の場  参照) 

(1) 事業計画、工事計画等の検討の際に、

盛土材については、公共残土の積極的な

活用に努めるなど環境保全に十分配慮す

ること。 

盛土材については、公共残土を積極的に活

用するなど環境保全に十分配慮した計画とし

ました。 
(第９章 第１節 12 廃棄物等  参照) 

(2) 準備書の作成に当たっては、住民な

どの意見について十分検討を行うこと。 

 住民などの意見について十分検討を行い、

準備書を作成しました。 そ
の
他 

(3) 準備書は専門的な内容が多く、かつ、

膨大な図書になる可能性があることか

ら、作成に当たっては、住民にわかりや

すい内容となるような方策を検討し実施

すること。 

 準備書の作成にあたっては、可能な限り住

民にわかりやすい内容となるように努めてい

ます。 

また、住民にわかりやすいように可能な限

り平易な表現に努めるとともに、準備書の内

容を簡潔にまとめた要約書を作成します。 
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第８章  都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法   

１  環境影響評価の項目並びにその選定の理由 

環境影響評価の項目は、「土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る

調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置

に関する指針等を定める省令（平成 10 年６月 12 日建設省令第 13 号）」（以下、省令という。）別

表第１に掲げる標準項目に対して、項目の削除又は追加を行うことにより選定した。 

環境影響評価の項目及びその選定の理由は、表 8.1- 1～2 に示すとおりである。 

なお、方法書についての愛知県知事の意見に基づき、環境要素として「人と自然との触れ合い

の活動の場」、事業実施区域内に斎場施設の建設が予定されていることから、影響要因として斎場

施設の「施設の稼働」及び斎場施設の供用に伴う「交通の集中」の項目を新たに環境影響評価項

目として選定した。 
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表 8.1- 1  環境影響評価の項目 

工 事 の 実 施 
土地又は工作物の存在及び

供用 
影響要因の区分 

  

  

  

環境要素の区分  

雨水の

排水 

造成工

事 

建設機

械の稼

働 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行

敷地の

存在

(土地

の改

変) 

構造物

の存在

（施設

の稼

働） 

交通の

集中 

二酸化窒素   ◎ ◎  ● ● 

浮遊粒子状

物質 
  ◎ ◎  ● ● 

ダイオキシ

ン類 
     ●  

大気質 

粉じん等  ◎ ○ ○    

騒音 騒音   ○ ○  ● ● 

振動 振動   ○ ○  ● ● 

大気環境 

悪臭 悪臭      ●  

水環境 水質 水の濁り ○       

地形及

び地質 

重要な地形

及び地質 
    ×   

環境の自然

的構成要素

の良好な状

態の保持を

旨として調

査、予測及び

評価される

べき環境要

素 

土壌に係

る環境そ

の他の環

境 
地盤 地盤沈下     ◎   

動物 

重要な種及

び注目すべ

き生息地 

◎    ○   

植物 
重要な種及

び群落 
●    ○   

生物の多様

性の確保及

び自然環境

の体系的保

全を旨とし

て調査、予測

及び評価さ

れるべき環

境要素 
生態系 

地域を特徴

づける生態

系 

▲    ○   

景観 

主要な眺望

点及び景観

資源並びに

主要な眺望

景観 

    ○ ○  

人と自然と

の豊かな触

れ合いの確

保を旨とし

て調査、予測

及び評価さ

れるべき環

境要素 

人と自然との触れ合

いの活動の場 

主要な人と

自然との触

れ合いの活

動の場 

    ● ●  

環境への負

荷の量の程

度により予

測及び評価

されるべき

環境要素 

廃棄物等 
建設工事に

伴う副産物 
 ○      

注：○は標準項目のうち環境影響評価を実施する項目。 

：×は標準項目のうち環境影響評価を実施しない項目。  

：◎は標準項目に追加して環境影響評価を実施する項目。 

：●は方法書に追加して環境影響評価を実施する項目。 

：▲は方法書から変更して環境影響評価を実施しない項目。 
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表 8.1- 2  環境影響評価の項目の選定の理由 

環境要素の区分 
事業特性・地域特性を踏まえた項目選定の理由 

（標準項目を削除した理由を含む） 

二酸化窒素 

【追加した理由】  

事業実施区域の位置する名古屋市は、自動車 NOx・PM 法に基づく窒素酸化物対策地域と

されている。また、事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、資材及び機

械の運搬に用いる車両(以下、「工事用車両」という。)の運行、斎場施設の稼働、供用

時の交通の集中により、二酸化窒素に係る環境影響が考えられる。 

浮 遊 粒 子 状

物質 

【追加した理由】 

事業実施区域の位置する名古屋市は、自動車 NOx・PM 法に基づく粒子状物質対策地域と

されている。また、事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、工事用車両

の運行、斎場施設の稼働、供用時の交通の集中により、浮遊粒子状物質に係る環境影響

が考えられる。 

粉じん等 

【選定、追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、工事用車両の運行により、粉じ

ん等に係る環境影響が考えられる。 

また、造成工事に伴い裸地が出現することから粉じん等に係る環境影響が考えられる。

大気質 

ダ イ オ キ シ

ン類 

【追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、斎場施設の稼働に伴いダイオキシン類に係る環境

影響が考えられる。 

騒音 騒音 

【選定、追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、工事用車両の運行、斎場施設の

稼働、供用時の交通の集中により、騒音に係る環境影響が考えられる。 

振動 振動 

【選定、追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、建設機械の稼働、工事用車両の運行、斎場施設の

稼働、供用時の交通の集中により、振動に係る環境影響が考えられる。 

大 気 環

境 

悪臭 悪臭 

【追加した理由】 

事業実施区域周辺に住居等が存在し、斎場施設の稼働に伴い悪臭に係る環境影響が考え

られる。 

水環境 水質 水の濁り 
【選定した理由】 

工事中の雨水の排水により、水の濁りに係る環境影響が考えられる。 

地 形 及

び地質 

重 要 な 地 形

及び地質 

【削除した理由】 

事業実施区域周辺に、重要な地形及び地質が存在しない。 

土 壌 に

係 る 環

境 そ の

他 の 環

境 
地盤 地盤沈下 

【追加した理由】 

事業実施区域周辺は軟弱地盤であり、土地の改変(盛土)により、地盤沈下に係る環境影

響が考えられる。 

動物 

重要な種及び

注目すべき生

息地 

【選定、追加した理由】 

雨水の排水、敷地の存在(土地の改変)により、重要な種及び注目すべき生息地に係る環

境影響が考えられる。 

植物 
重 要 な 種 及

び群落 

【選定、追加した理由】 

雨水の排水、敷地の存在(土地の改変)により、重要な種及び群落に係る環境影響が考え

られる。 

生態系 

地 域 を 特 徴

づ け る 生 態

系 

【選定した理由】 

敷地の存在(土地の改変)により、地域を特徴づける生態系に係る環境影響が考えられ

る。 

景観 

主 要 な 眺 望

点 及 び 景 観

資 源 並 び に

主 要 な 眺 望

景観 

【選定した理由】 

事業実施区域周辺には広い範囲で田園風景がみられ、眺望景観が存在することから、敷

地の存在(土地の改変)、構造物の存在による眺望景観への環境影響が考えられる。 

人と自然との触

れ合いの活動の

場 

主 要 な 人 と

自 然 と の 触

れ 合 い の 活

動の場 

【選定した理由】 

事業実施区域及びその周辺には水田、水路、史跡散策路が存在することから、敷地の存

在(土地の改変)、構造物の存在による主要な人と自然との触れ合いの活動への環境影響

が考えられる。 

廃棄物等 
建 設 工 事 に

伴う副産物 

【選定した理由】 

造成工事により、建設副産物が発生することが考えられる。 

 

- 19 -



第９章  環境影響評価の結果 

第１節  調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 

１  大気質 

１－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

（1） 調査の結果 

ア  大気質の状況 

事業実施区域周辺に位置する大気汚染常時監視測定局である南陽支所の二酸化窒素と浮遊

粒子状物質の測定結果は、表 9.1.1- 1 に示すとおりである。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.043～0.045ppm であり、環境基準（0.06ppm 以下）

を達成し、名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値（0.04ppm 以下）を達成していない。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.066～0.085 mg/m3 であり、環境基準

（0.10mg/m3以下）及び名古屋市環境基本条例に基づく環境目標値（0.10mg/m3 以下）を達成

している。 

 

表 9.1.1- 1  南陽支所の二酸化窒素と浮遊粒子状物質の測定結果 

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 

年度 
日平均値の年間 98％値 

（ppm） 

日平均値の 2％除外値 

(mg/m3) 

平成 12 年度 0.045 0.085 

平成 13 年度 0.044 0.073 

平成 14 年度 0.044 0.076 

平成 15 年度 0.043 0.066 

平成 16 年度 0.043 0.071 

 

イ 気象の状況 

南陽支所における平成 16 年度の風向・風速の結果は、表 9.1.1- 2 及び図 9.1.1- 1 に示

すとおりである。 

 

表 9.1.1- 2 南陽支所の風向・風速測定結果（平成 16 年度） 

項 目 4 月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 年 間

最多風向 

(頻度％) 
NW 

(28.1) 

NW 
(20.4)

NW 
(15.3) 

NW 
(21.8) 

SE 
(15.7)

NW 
(16.0)

NW 
(26.7)

NW 
(31.0)

NW 
(34.9)

NW 
(32.0)

NW 
(37.8)

NW 
(36.4)

NW 
(26.3)

平均風速 

(m/s) 
2.7 2.4 2.4 2.5 2.7 2.3 2.1 1.9 2.1 2.6 2.7 2.4 2.4 
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図 9.1.1- 1 南陽支所の年間風配図（平成 16 年度） 

 

（2） 予測の結果 

ア 年平均値 

建設機械の稼働に伴い排出される大気汚染物質の年平均値の予測結果は、表 9.1.1- 3 に

示すとおりである。 

最大着地濃度は、事業実施区域の南東側境界付近に出現すると予測される。 

 

表 9.1.1- 3 年平均値の予測結果（最大着地濃度地点） 

予   測   項   目 

建設機械の稼働
による寄与濃度
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度

予 測 環 境
濃     度

日平均値の
年間 98％値

又は 
２％除外値

二 酸 化 窒 素（ppm） 0.00640 0.023 0.02940 
0.050 
(0.042) 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.00090 0.034 0.03490 
0.078 
(0.076) 

注）日平均値の年間 98％値又は２％除外値の（ ）は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質のバック 

グラウンド濃度のみを日平均値の年間 98％値又は２％除外値に変換した値を示す。 

 

イ  １時間値 

建設機械の稼働に伴い排出される大気汚染物質の１時間値の予測結果は、表 9.1.1- 4 に

示すとおりである。 

最大着地濃度は、事業実施区域の北側境界付近に出現すると予測される。 
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表 9.1.1- 4 １時間値の予測結果（最大着地濃度地点） 

予   測   項   目 

建設機械の稼働 
による寄与濃度 
(最大着地濃度) 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度 

予 測 環 境
濃     度

二 酸 化 窒 素（ppm） 0.077 0.081 0.158 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.016 0.176 0.192 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

建設機械の稼働に伴う大気質による環境影響については、排出ガス対策型の建設機械の積極

的な採用、建設機械の稼働の分散化、住宅地等に近接している箇所での建設機械の複合同時稼

働の回避による環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う大気質の影響は、排出ガス対策型の建設機械の積極的な採用、建設

機械の稼働の分散化、住宅地等に近接している箇所での建設機械の複合同時稼働の回避によ

る環境保全措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減さ

れるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

（ｱ） 年平均値 

二酸化窒素の予測結果は、日平均値の年間 98％値が 0.050ppm であり、環境基準を満た

しているが、環境目標値においては既に現況（バックグラウンド濃度）が環境目標値を上

回っている状況にあり、建設機械の稼働による寄与は少なく、影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、日平均値の２％除外値が 0.078mg/m3 であり、環境基準及

び環境目標値を満たしており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 
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表 9.1.1- 5 年平均値の評価 

予 測 項 目 予測環境濃度 

日平均値の 
年間 98％値

又は 
２％除外値 

評 価 指 標 

環 境 基 準
0.04～0.06ppm のゾーン内、
又はそれ以下 二 酸 化 窒 素 

（ppm） 
0.02940 
(0.023) 

0.050 
(0.042) 

環境目標値 0.04ppm 以下 

環 境 基 準浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.03490 
(0.034) 

0.078 
(0.076) 環境目標値

0.10mg/m3 以下 

注 1) 予測環境濃度の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度を示す。 

2) 日平均値の年間 98％値等の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度のみを日平均値の年間 98％ 

値等に変換した値を示す。 

 
（ｲ） １時間値 

二酸化窒素の予測結果は 0.158ppm であり、中央公害対策審議会答申の指針値の範囲内

である。 

浮遊粒子状物質の予測結果は 0.192 mg/m3 であり、環境基準及び環境目標値を満たして

おり、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

 

表 9.1.1- 6 １時間値の評価 

予 測 項 目 予測環境濃度 評 価 指 標 

二 酸 化 窒 素 
（ppm） 

0.158 
(0.081) 

中央公害対策 
審議会答申 0.1～0.2ppm 

環 境 基 準 浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.192 
(0.176) 環境目標値 

0.20mg/m3 以下  

注) 予測環境濃度の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度を示す。 
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１－２  建設機械の稼働（粉じん等） 

（1） 調査の結果 

ア  大気質の状況 

港区の国際留学生会館における平成７～11 年度の降下ばいじんの年平均値は、2.1～3.4 

t/km2/月である。 

 

イ  気象の状況 

気象の状況については、「第９章  第１節  １－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

建設機械の稼働による季節別降下ばいじん量の予測結果は、表 9.1.1- 7 に示すとおりであ

り、1.10～1.76t/km2/月で、降下ばいじんに係る参考値 10t/km2/月を下回っている。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴い発生する降下ばいじん量の環境影響の程度は小さい

と予測される。 

 
表 9.1.1- 7 建設機械の稼働による降下ばいじん量の予測結果 

                                                単位：t/km2/月 

予 測 季 節 予 測 結 果 

春   季 1.19 

夏   季 1.10 

秋   季 1.59 

冬   季 1.76 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

建設機械の稼働に伴う粉じん等による環境影響については、造成工事区域内における散水、

施工方法の検討、建設機械の稼働の分散化、強風時の作業中止による環境保全措置を講じるも

のとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量の影響は、造成工事区域内における散水、施工方法

の検討、建設機械の稼働の分散化、強風時の作業中止による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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１－３ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

（1） 調査の結果 

ア  大気質の状況 

道路沿道で実施した大気質の調査結果は、表 9.1.1- 8 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1- 8  道路沿道における大気質の調査結果（年間平均値） 

調査地点 
二酸化窒素 

(ppm) 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

Ａ 

名古屋環状２号線 
0.022 0.030 

Ｂ 

戸田荒子線 
0.023 0.032 

Ｃ 

名古屋環状２号線 
0.023 0.036 

Ｄ 

東海橋線 
0.033 0.038 

Ｅ 

戸田荒子線 
0.025 0.039 

 

イ  気象の状況 

気象の状況については、「第９章  第１節  １－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

工事用車両の運行における予測結果は、表 9.1.1- 9 に示すとおりである。 

工事用車両からの寄与濃度の予測値は、二酸化窒素で 0.00001～0.00005ppm、浮遊粒子状物

質で 0.00000～0.00002mg/m3である。 

また、工事用車両の運行時における二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.046～0.050ppm

と予測され、環境基準を満たしているが、環境目標値については、すべての地点で目標値を上

回っている。しかし、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求めた日平均値の

年間 98％値は 0.046～0.050ppm であり、Ｅ地点南側では 0.001ppm 増加しているものの、他の

地点では工事用車両を加えて求めた結果と変わらない。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.084～0.087mg/m3 と予測され、環境基準及び環

境目標値を満たしている。 
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表 9.1.1- 9(1) 工事用車両の運行における二酸化窒素（NO2）の予測結果 

                                                          単位：ppm 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
工事用
車 両

計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度

(合成値)

日平均値

の年間

98％値 

西側 0.00077 0.00001 0.00078 0.024 
0.046 

(0.046)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00253 0.00004 0.00257 0.026 

0.049 

(0.049)

西側 0.00084 0.00001 0.00085 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｃ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00379 0.00004 0.00383 0.027 

0.050 

(0.050)

北側 0.00248 0.00003 0.00251 0.026 
0.049 

(0.049)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00307 0.00004 0.00311 0.026 
0.049 

(0.049)

北側 0.00127 0.00004 0.00131 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00157 0.00005 0.00162

0.023 

0.025 
0.048 

(0.047)

   注）日平均値の年間 98％値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて 

求めた値である。 

 

表 9.1.1- 9(2) 工事用車両の運行における浮遊粒子状物質（SPM）の予測結果 

                                                        単位：mg/m3 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
工事用
車 両 

計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度

(合成値)

日平均値

の２％ 

除外値 

西側 0.00025 0.00000 0.00025 0.034 
0.084 

(0.084)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00083 0.00001 0.00084 0.035 

0.086 

(0.085)

西側 0.00027 0.00000 0.00027 0.034 
0.084 

(0.084)
Ｃ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00128 0.00002 0.00130 0.035 

0.087 

(0.087)

北側 0.00082 0.00001 0.00083 0.035 
0.085 

(0.085)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00103 0.00002 0.00105 0.035 
0.086 

(0.086)

北側 0.00041 0.00002 0.00043 0.034 
0.085 

(0.085)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00051 0.00002 0.00053

0.034 

0.035 
0.085 

(0.085)

     注）日平均値の２％除外値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて 

求めた値である。 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

工事用車両の運行に伴う大気質による環境影響については、工事用車両の運行ルートの分散

化、工事用車両の空ぶかし、高負荷運転の回避、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化

による環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用車両の運行に伴う大気質の影響は、工事用車両の運行ルートの分散化、工事用車両

の空ぶかし、高負荷運転の回避、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化による環境保

全措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるもの

と判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.046～0.050ppm であり、すべての地点で環境基

準を満たしているが、環境目標値については、すべての地点で目標値を上回っている。しか

し、工事用車両からの寄与濃度は極めて僅かであり、本事業に起因する二酸化窒素の影響は

小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.084～0.087mg/m3 であり、環境基準及び環境

目標値をすべての地点で満たしており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 
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１－４  資材及び機械の運搬に用いる車両の運行（粉じん等） 

（1） 調査の結果 

ア  気象の状況 

気象の状況については、「第９章  第１節  １－１ 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒

子状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

工事用車両の運行に伴う季節別降下ばいじん量の予測結果は、表 9.1.1-10 に示すとおりで

あり、季節別の降下ばいじん量は 0.02～2.42t/km2/月で、降下ばいじんに係る参考値 10t/km2/

月を下回っている。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴い発生する降下ばいじん量の環境影響の程度は小さい

と予測される。 

 

表 9.1.1-10 工事用車両の運行に伴う季節別降下ばいじん量の予測結果 

                                                   単位：t/km2/月 

季節別降下ばいじん量 

予 測 地 点 
春 季 夏 季 秋 季 冬 季 

西側 0.04 0.03 0.03 0.04 
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.43 0.46 0.55 0.47 

西側 0.03 0.03 0.02 0.02 
Ｃ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.69 0.71 0.92 0.83 

北側 0.50 0.72 0.45 0.19 
Ｄ 東海橋線 

南側 0.96 0.79 1.32 1.37 

北側 0.93 1.33 0.86 0.39 
Ｅ 戸田荒子線 

南側 1.72 1.45 2.37 2.42 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

工事用車両の運行に伴う粉じん等による環境影響については、工事用車両の運行ルートの分

散化、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化、強風時の作業中止による環境保全措置を

講じるものとする。 
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（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用車両の運行に伴う降下ばいじん量の影響は、工事用車両の運行ルートの分散化、工

事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化、強風時の作業中止による環境保全措置を講じる

ことにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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１－５  造成工事（粉じん等） 

（1） 調査の結果 

ア  気象の状況 

気象の状況は「第９章  第１節  １－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」

の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

年間を通じてビューフォートの風力階級４（風速：5.5m/s）以上の風速となる出現時間は 347

時間、出現頻度は 3.9％であり、粉じんが飛散しやすい気象条件は少なく、造成した裸地から

の粉じんによる環境影響の程度は小さいものと予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

造成した裸地からの粉じんによる環境影響については、造成区域内の裸地への散水、造成区

域内の法面等への種子散布、工事計画の検討による環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

造成した裸地からの粉じんによる大気質の影響は、造成区域内の裸地への散水、造成区域

内の法面等への種子散布、工事計画の検討による環境保全措置を講じることにより、事業者

の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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１－６  斎場施設の稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類） 

（1） 調査の結果 

ア 大気質の状況 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質の状況については、「第９章  第１節  １－１  建設機械の

稼働（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項に示したとおりである。 

ダイオキシン類の調査結果は、表 9.1.1.-11 に示すとおりである。 

 

表 9.1.1-11 ダイオキシン類の調査結果（南陽小学校） 

調 査 結 果 

調査項目 平成15年

11月 

平成16年

２月 

平成16年

５月 

平成16年

７～８月
平均値 

環境基準 

ダイオキシン類

(pg-TEQ/m3) 

 

0.20 

 

0.22 

 

0.076 

 

0.066 

 

0.14 
0.6pg-TEQ/m3以下

(年平均値) 

 

  イ 気象の状況 

     気象の状況については、「第９章  第１節  １－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮

遊粒子状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

斎場施設の排気筒から排出される大気汚染物質の年平均値の予測結果は、表 9.1.1-12 に示

すとおりである。 

また、最大着地濃度は、排気筒から南東約 570ｍの地点に出現すると予測される。 

 

表 9.1.1-12 年平均値の予測結果（最大着地濃度地点） 

予   測   項   目 

斎場施設から 
の寄与濃度 

(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度

予 測 環 境
濃     度

日平均値の 
年間 98％値 

又は 
２％除外値 

二 酸 化 窒 素（ppm） 0.00081  0.023 0.02381 
0.043 
(0.042) 

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.00014  0.034 0.03414 
0.077 
(0.076) 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3) 0.00135 0.14 0.14135 － 

注）日平均値の年間 98％値又は２％除外値の（ ）は、二酸化窒素[NO2]及び浮遊粒子状物質のバックグ 

ラウンド濃度のみを日平均値の年間 98％値又は２％除外値に変換した値を示す。 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

斎場施設の稼働に伴う大気質による環境影響については、効率の高い排ガス処理装置の設置、

設備機器の点検・検査の実施と施設の性能維持、火葬設備の稼働の集中の回避による環境保全

措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

斎場施設の稼働に伴う大気質の影響は、効率の高い排ガス処理装置の設置、設備機器の点

検・検査の実施と施設の性能維持、火葬設備の稼働の集中の回避による環境保全措置を講じ

ることにより、事業者（以下、斎場施設に関する事業者は名古屋市である。）の実行可能な範

囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

二酸化窒素の予測結果は、日平均値の年間 98％値が 0.043ppm であり、環境基準を満たし

ているが、環境目標値においては既に現況（バックグラウンド濃度）が環境目標値を上回っ

ている状況にあり、斎場施設の稼働による寄与は少なく、影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、日平均値の２％除外値が 0.077mg/m3 であり、環境基準及び

環境目標値を満たしており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

ダイオキシン類の予測結果は、年平均値が 0.14135 pg-TEQ/m3であり、環境基準を満たし

ており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

 

表 9.1.1-13 年平均値の評価 

予 測 項 目 予測環境濃度 

日平均値の 
年間 98％値 

又は 
２％除外値 

評 価 指 標 

環 境 基 準
0.04～0.06ppm のゾーン内、
又はそれ以下 二 酸 化 窒 素 

（ppm） 
0.02381 
(0.023) 

0.043 
(0.042) 

環境目標値 0.04ppm 以下 

環 境 基 準浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.03414 
(0.034) 

0.077 
(0.076) 環境目標値

0.10mg/m3 以下 

ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3) 

0.14135 
(0.14) － 環 境 基 準 0.6pg-TEQ/ｍ3以下 

注 1) 予測環境濃度の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度を示す。 

2) 日平均値の年間 98％値等の(  )は、各項目のバックグラウンド濃度のみを日平均値の年間 

98％値等に変換した値を示す。 

 

- 32 -



１－７ 供用時の交通の集中（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

（1） 調査の結果 

ア  大気質の状況 

大気質の状況については、「第９章  第１節  １－３  資材及び機械の運搬に用いる車両

の運行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）」の項に示したとおりである。 

  イ 気象の状況 

    気象の状況については、「第９章  第１節  １－１  建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質）」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

施設関連車両の運行における予測結果は、表 9.1.1-14 に示すとおりである。 

施設関連車両からの寄与濃度の予測値は、二酸化窒素で 0.00000～0.00002ppm、浮遊粒子状

物質で 0.00000mg/m3である。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.046～0.049ppm で、環境基準を満たしているが、

すべての地点で環境目標値を上回っている。しかし、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド

濃度を加えて求めた日平均値の年間 98％値は 0.046～0.049ppm であり、施設関連車両を加え

て求めた結果と変わらない。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は 0.084～0.085mg/m3 で、環境基準及び環境目標値

を満たしている。 

 
表 9.1.1-14(1) 施設関連車両の運行における二酸化窒素（NO2）の予測結果 

                                                          単位：ppm 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
施設関連
車   両 計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度

(合成値)

日平均値

の年間

98％値 

西側 0.00061 0.00000 0.00061 0.024 
0.046 

(0.046)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00202 0.00001 0.00203 0.025 

0.048 

(0.048)

北側 0.00197 0.00001 0.00198 0.025 
0.048 

(0.048)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00245 0.00002 0.00247 0.025 
0.049 

(0.049)

北側 0.00100 0.00001 0.00101 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00124 0.00001 0.00125 0.024 
0.047 

(0.047)

西側 0.00102 0.00000 0.00102 0.024 
0.047 

(0.047)
Ｆ 万場藤前線 

東側 0.00138 0.00000 0.00138

0.023 

0.024 
0.047 

(0.047)

   注）日平均値の年間 98％値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求め 

た値である。 
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表 9.1.1-14(2) 施設関連車両の運行における浮遊粒子状物質（SPM）の予測結果 

                                                        単位：mg/m3 

車両寄与濃度 
予 測 地 点 一 般 

車 両 
施設関連
車   両

計 

ﾊﾞｯｸ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 

沿 道 

環境濃度

(合成値)

日平均値

の２％ 

除外値 

西側 0.00019 0.00000 0.00019 0.034 
0.084 

(0.084)
Ａ 

名古屋環状 

２号線 
東側 0.00063 0.00000 0.00063 0.035 

0.085 

(0.085)

北側 0.00063 0.00000 0.00063 0.035 
0.085 

(0.085)
Ｄ 東海橋線 

南側 0.00079 0.00000 0.00079 0.035 
0.085 

(0.085)

北側 0.00032 0.00000 0.00032 0.034 
0.084 

(0.084)
Ｅ 戸田荒子線 

南側 0.00039 0.00000 0.00039 0.034 
0.084 

(0.084)

西側 0.00032 0.00000 0.00032 0.034 
0.084 

(0.084)
Ｆ 万場藤前線 

東側 0.00043 0.00000 0.00043

0.034 

0.034 
0.085 

(0.085)

     注）日平均値の２％除外値の（ ）は、一般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度を加えて求め 

た値である。 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

施設関連車両の運行に伴う大気質による環境影響については、予約時の時間調整による施設

関連車両の集中の回避、マイクロバスの利用、自家用車やタクシーの相乗りの呼びかけによる

施設関連車両台数の低減、適正運転の周知及びＰＲによる環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

施設関連車両の運行に伴う大気質の影響は、予約時の時間調整による施設関連車両の集中

の回避、マイクロバスの利用、自家用車やタクシーの相乗りの呼びかけによる施設関連車両

台数の低減、適正運転の周知及びＰＲによる環境保全措置を講じることにより、事業者の実

行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.046～0.049ppm であり、すべての地点で環境基

準を満たしているが、環境目標値については、すべての地点で目標値を上回っている。しか

し、施設関連車両からの寄与濃度は極めて僅かであり、本事業に起因する二酸化窒素の影響
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は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は0.084～0.085mg/m3であり、環境基準及び環境

目標値をすべての地点で満たしており、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 
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２  騒音 

２－１  建設機械の稼働 

（1） 調査の結果 

ア  騒音の状況 

事業実施区域周辺の環境騒音について現地調査を実施した。 

調査結果は表9.1.2- 1に示すとおりであり、いずれの地点においても昼間の時間帯は環境

基準を満足していた。 

 

   表 9.1.2- 1  騒音レベルの調査結果  

                                                         単位：dB 

調査地点 時間区分 騒音レベル（ＬAeq） 環境基準 

昼間 52 55 No.１ 

きよすみ荘付近 夜間 46 45 

昼間 52 55 No.２ 

幸楽荘付近 夜間 48 45 

注）騒音レベル枠内の下線太数字は環境基準を超えていることを示す。 

 

イ  地表面の状況 

調査地点における地表面の状況は、表9.1.2- 2に示すとおりである。 

 

表9.1.2- 2  地表面の状況 

調査地点 地表面の状況 

No.１ 

きよすみ荘付近 
草地（水田、畑地）、舗装地 

No.２ 

幸楽荘付近 
草地（水田、畑地）、舗装地 

 

（2） 予測の結果 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの予測結果は、表 9.1.2- 3 に示すとおりであり、工事敷

地境界の予測値は 82dB であり、騒音規制法及び名古屋市環境保全条例に定める特定建設作業

に係る騒音の基準の 85dB 以下であることから、建設機械の稼働に伴い発生する騒音による環

境影響の程度は小さいものと予測される。 
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表9.1.2- 3  工事敷地境界の騒音レベルの予測結果 

項目 
等価騒音レベル 

（ＬAeq） 

等価騒音レベル

とＬA5 との差 

（△Ｌ） 

騒音レベルの 

90%レンジ上端値

（ＬA5） 

特定建設作業に

係る騒音の基準

騒音レベル（dB） 77 5 82 85 

 

また、市営西茶屋荘付近における予測結果は、表 9.1.2- 4 に示すとおりであり、高さ方向

で 67～69dB と予測され、市営西茶屋荘近傍のきよすみ荘付近における現況の騒音レベル 52dB

（昼間）を 15～17dB 上回る。 

 

表9.1.2- 4  市営西茶屋荘付近における予測結果 

高さ（ｍ） 1.2 3 6 9 12 15 18 21 

騒音レベル（dB）

（ＬAeq） 
69 69 68 68 68 68 68 67 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

建設機械の稼働に伴う騒音による環境影響については、低騒音型の建設機械の積極的な採用、

建設機械の稼働の分散化、住宅地等に近接している箇所での建設機械の複合同時稼働の回避に

よる環境保全措置を講じるものとする。 

また、市営西茶屋荘等の住宅等に近接している箇所では、防音シート等の設置を必要に応じ

て検討する。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う騒音の影響は、低騒音型の建設機械の積極的な採用、建設機械の稼

働の分散化、住宅地等に近接している箇所での建設機械の複合同時稼働の回避による環境保

全措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるもの

と判断する。 

また、市営西茶屋荘等の住宅等に近接している箇所では、防音シート等の設置を必要に応

じて検討することにより、建設機械の稼働に伴う騒音の影響の程度はさらに低減されるもの

と判断する。 
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イ  基準又は目標との整合の評価 

予測結果によると、工事敷地境界の最大値では82dB と予測され、騒音規制法及び名古屋市

環境保全条例に定める特定建設作業に係る騒音の基準の85dB 以下であることから、基準又は

目標との整合は図られるものと判断する。 
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２－２  資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

（1） 調査の結果 

ア  騒音の状況 

事業実施区域及びその周辺の道路交通騒音について現地調査を実施した。道路騒音レベル

の調査結果は、表9.1.2- 5に示すとおりであり、戸田荒子線と東海橋線では環境基準の値を

上回っていた。 

また、交通量調査結果は表9.1.2- 6に示すとおりである。 

 

表 9.1.2- 5  道路交通騒音レベルの調査結果 

                                                                 単位：dB 

調査地点 路線名 時間区分 騒音レベル（ＬAeq） 環境基準 

昼間 60 70 
Ａ 

名古屋環状２号線 

（２車線） 夜間 58 65 

昼間 70 65 
Ｂ 

戸田荒子線 

（２車線） 夜間 66 60 

昼間 62 70 
Ｃ 

名古屋環状２号線 

（２車線） 夜間 58 65 

昼間 72 70 
Ｄ 

東海橋線 

（４車線） 夜間 66 65 

昼間 57 65 
Ｅ 

戸田荒子線 

（２車線） 夜間 49 60 

注）騒音レベル枠内の下線太数字は環境基準の値を超えていることを示す。 

 

表9.1.2- 6  交通量調査結果（24時間） 

単位：台 

調査地点 路線名 大型車 中型車 小型貨物車 乗用車 合計 

Ａ 名古屋環状２号線 4,088 2,781 2,624 8,335 17,828 

Ｂ 戸田荒子線 1,375 1,120 1,196 4,425 8,116 

Ｃ 名古屋環状２号線 5,076 3,587 2,993 10,327 21,983 

Ｄ 東海橋線 2,746 4,502 6,676 25,977 39,901 

Ｅ 戸田荒子線 21 9 15 321 366 

 

イ  沿道の状況 

    調査地点における沿道の状況は、表9.1.2- 7に示すとおりである。 
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表9.1.2- 7  沿道の状況 

調査地点 路線名 沿道の状況 

Ａ 名古屋環状２号線 住宅地、水田、水路 

Ｂ 戸田荒子線 住宅地、水田 

Ｃ 名古屋環状２号線 住宅地、水田、河川 

Ｄ 東海橋線 住宅地、アスファルト 

Ｅ 戸田荒子線 住宅地、アスファルト 

 

（2） 予測の結果 

工事用車両の運行時における道路交通騒音レベルの予測値は、Ａ地点、Ｃ地点西側、Ｅ地点

では、66～70dB であり、環境基準の値（70dB）を満足していた。 

また、工事用車両の運行時において、Ｃ地点東側では71dB、Ｄ地点では72dB と予測されたが、

一般車両のみの道路交通騒音レベルは71～72dB と予測され、本事業による工事用車両が加わっ

た場合においても、騒音レベルの増加は１dB 未満であり、工事用車両の運行に伴い発生する騒

音による環境影響の程度は小さいものと予測される。 

 

表9.1.2- 8  道路交通騒音レベルの予測結果（昼間） 

                                                                         単位：dB 

騒音レベル(ＬAeq) 

予測地点 道路名 一般車両 

のみ 

一般車両 

と 

工事用車両 

環境基準 

（昼間） 

自動車騒音

の限度 

（昼間） 

西側 66 66 70 75 
Ａ 

名古屋環状２号線 

（２車線） 東側 69 69 70 75 

西側 66 66 70 75 
Ｃ 

名古屋環状２号線 

（２車線） 東側 71 71 70 75 

北側 72 72 70 75 
Ｄ 

東海橋線 

（４車線） 南側 72 72 70 75 

北側 69 70 70 75 
Ｅ 

戸田荒子線 

（４車線） 南側 69 69 70 75 

注）昼間とは午前６時から午後10時までをいう。 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

工事用車両の運行に伴う騒音による環境影響については、工事用車両の運行ルートの分散化、

工事用車両の点検・整備、適正運転の周知、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化によ

る環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用車両の運行に伴う騒音の影響は、工事用車両の運行ルートの分散化、工事用車両の

点検・整備、適正運転の周知、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化による環境保全

措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと

判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

工事用車両の運行時における道路交通騒音レベルの予測値は、Ａ地点、Ｃ地点西側、Ｅ地

点では66～70dB と予測され、環境基準の値（70dB）及び自動車騒音の限度（75dB）以下で

あることから、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

また、工事用車両の運行時において、Ｃ地点東側では 71dB、Ｄ地点では 72dB と予測され

たが、一般車両のみの道路交通騒音レベルは 71～72dB と予測され、環境基準の値を１～２

dB 上回っているが、本事業による工事用車両が加わった場合においても、騒音レベルの増加

は１dB 未満であり、影響は小さいものと考える。 
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２－３  斎場施設の稼働 

（1） 調査の結果 

ア  騒音の状況 

調査結果は表 9.1.2- 9 に示すとおりであり、昼間の時間帯は環境基準を満足していた。 

 

表 9.1.2- 9  騒音レベルの調査結果  

                                                             単位：dB 

調査地点 時間区分 騒音レベル（ＬAeq） 環境基準 

昼間 53 55 No.３ 

斎場建設予定地 夜間 47 45 

注）騒音レベル枠内の下線太数字は環境基準を超えていることを示す。 

  

イ  地表面の状況 

斎場建設予定地周辺の現況の地表面の状況は、草地（水田、畑地）、舗装地である。 

 

（2） 予測の結果 

斎場施設の稼働に伴う騒音レベルの敷地境界での予測の最大値は 29dB であり、騒音規制法

及び名古屋市環境保全条例に定める特定工場等において発生する騒音の規制基準の 50dB 以下

である。 

 

（3） 環境保全のための措置 

本事業の実施による環境影響の程度は極めて小さいと予測されるため、環境保全のための措

置は講じないものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

斎場施設の稼働に伴う騒音の影響は、低騒音の機器を採用すること、騒音を発生する機器

については防音対策を講じること、外壁の構造や材質を考慮し吸音材を用いることに配慮す

ることから、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り回避・低減されるものと判断す

る。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

予測結果によると、斎場施設の敷地境界の最大値は 29dB と予測され、騒音規制法及び名

古屋市環境保全条例に定める特定工場等において発生する騒音の規制基準の 50dB 以下であ

ることから、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

また、土地区画整理事業実施区域境界においては、距離減衰による騒音レベルの低減が考

えられることから、騒音による影響は極めて小さいものと考える。 
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２－４  供用時の交通の集中 

（1） 調査の結果 

事業実施区域及びその周辺における道路騒音の調査結果は、前項「２－２  資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

施設関連車両の運行時における道路交通騒音レベルの予測値は、Ａ地点、Ｅ地点では66～

70dB であり、環境基準の値（70dB）を満足していた。 

また、施設関連車両の運行時において、Ｄ地点は72dB、Ｆ地点では68～69 dB と予測された

が、一般車両のみの道路交通騒音レベルはＤ地点では72dB、Ｆ地点では68～69dB と予測され、

施設関連車両が加わった場合においても、騒音レベルの増加は１dB 未満であり、施設関連車両 

の運行に伴い発生する騒音による環境影響の程度は小さいものと予測される。 

 

表9.1.2-10  道路交通騒音レベルの予測結果（昼間） 

                                                                            単位：dB 

騒音レベル(ＬAeq) 

予測地点 道路名 一般車両 

のみ 

一般車両 

と 

施設関連車両 

環境基準 

（昼間） 

自動車騒音

の限度 

（昼間） 

西側 66 66 70 75 
Ａ 

名古屋環状２号線 

（２車線） 東側 69 69 70 75 

北側 72 72 70 75 
Ｄ 

東海橋線 

（４車線） 南側 72 72 70 75 

北側 69 70 70 75 
Ｅ 

戸田荒子線 

（４車線） 南側 69 69 70 75 

西側 69 69 65 75 
Ｆ 

万場藤前線 

（２車線） 東側 68 68 65 75 

注）昼間とは午前６時から午後 10 時までをいう。 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

施設関連車両の運行に伴う騒音による環境影響については、予約時の時間調整による施設関

連車両の集中の回避、マイクロバスの利用、自家用車やタクシーの相乗りの呼びかけによる施

設関連車両台数の低減、適正運転の周知及びＰＲによる環境保全措置を講じるものとする。 
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（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

施設関連車両の運行に伴う騒音の影響は、予約時の時間調整による施設関連車両の集中の

回避、マイクロバスの利用、自家用車やタクシーの相乗りの呼びかけによる施設関連車両台

数の低減、適正運転の周知及びＰＲによる環境保全措置を講じることにより、事業者の実行

可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

施設関連車両の運行時における道路交通騒音レベルの予測値は、Ａ地点、Ｅ地点では、66

～70dB と予測され、環境基準の値（70dB）及び自動車騒音の限度（75dB）以下であり、基準

又は目標との整合は図られるものと判断する。 

また、施設関連車両の運行時において、Ｄ地点では 72dB、Ｆ地点では 68～69dB と予測さ

れたが、一般車両のみの道路交通騒音レベルはＤ地点では 72dB、Ｆ地点では 68～69dB と予

測され、環境基準の値を２～４dB 上回っているが、施設関連車両が加わった場合においても、

騒音レベルの増加は１dB 未満であり、影響は小さいものと考える。 
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３  振動 

３－１  建設機械の稼働 

（1） 調査の結果 

ア  振動の状況 

事業実施区域周辺の環境振動について現地調査を実施した。 

調査結果は表9.1.3- 1に示すとおりであり、すべての地点において人間が振動を感じ始め

る値（感覚閾値）の55dB を下回り、無感の領域であった。 

     

表 9.1.3- 1  調査結果 

                                      単位：dB 

調査地点 時間区分 振動レベル（Ｌ10） 

昼間 30 No.１ 

きよすみ荘付近 夜間 30 未満 

昼間 38 No.２ 

幸楽荘付近 夜間 31 

                注）昼間  午前７時から午後８時まで 
夜間  午後８時から翌日午前７時まで 

 

イ  地盤の状況 

事業実施区域及びその周辺は干拓地であり、砂及びシルトを主体とする未固結地盤であっ

た。 

 

（2） 予測の結果 

建設機械の稼働に伴う振動レベルの工事敷地境界の予測値は 66dB であり、振動規制法及び

名古屋市環境保全条例に定める特定建設作業に係る振動の基準の 75dB 以下であることから、

建設機械の稼働に伴い発生する振動による環境影響の程度は小さいものと予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

建設機械の稼働に伴う振動による環境影響については、低振動型の建設機械の積極的な採用、

建設機械の稼働の分散化、住宅地等に近接している箇所での建設機械の複合同時稼働の回避に

よる環境保全措置を講じるものとする。 
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（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

建設機械の稼働に伴う振動の影響は、低振動型の建設機械の積極的な採用、建設機械の稼

働の分散化、住宅地等に近接している箇所での建設機械の複合同時稼働の回避による環境保

全措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるもの

と判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

予測結果によると、工事敷地境界の最大値は66dB と予測され、振動規制法及び名古屋市環

境保全条例に定める特定建設作業に係る振動の基準の75dB 以下であることから、基準又は目

標との整合は図られるものと判断する。 
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３－２  資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 

（1） 調査の結果 

ア  振動の状況 

事業実施区域及びその周辺の道路交通振動について現地調査を実施した。調査結果は表

9.1.3- 2に示すとおりであり、いずれの地点においても人間が振動を感じ始める値（感覚閾

値）の55dB 以下であった。 

 

表 9.1.3- 2  振動レベルの調査結果 

調査地点 路線名 時間区分 振動レベル（dB）
道路交通振動の

限度（dB） 

昼間 40 65 
Ａ 

名古屋環状２号線 

（２車線） 夜間 37 60 

昼間 44 70 
Ｂ 

戸田荒子線 

（２車線） 夜間 36 65 

昼間 41 70 
Ｃ 

名古屋環状２号線 

（２車線） 夜間 38 65 

昼間 49 70 
Ｄ 

東海橋線 

（４車線） 夜間 42 65 

昼間 42 65 
Ｅ 

戸田荒子線 

（２車線） 夜間 33 60 

 

イ  地盤の状況 

事業実施区域及びその周辺は沖積地盤であり、砂及びシルトを主体とする未固結地盤であ

った。 

 

（2） 予測の結果 

工事用車両の運行時における道路交通振動レベルの予測値は 52～57dB であり、道路交通振

動の限度である 65dB 及び 70dB 以下であること、また、本事業による工事用車両が加わった場

合においても、振動レベルの増加は１dB 未満であることから、工事用車両の運行に伴い発生す

る振動による環境影響の程度は極めて小さいものと予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

本事業の実施による環境影響の程度は極めて小さい予測されるため、環境保全のための措置

は講じないものとする。 
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（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

工事用車両の運行に伴う振動の影響は、工事用車両の運行ルートの分散化、工事用車両の

点検・整備、適正運転の周知、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化に配慮すること

から、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り回避・低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

予測結果によると、工事用車両の運行時において52～57dB と予測され、道路交通振動の限

度である65dB 及び70dB 以下であることから、基準又は目標との整合は図られるものと判断

する。 
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３－３  斎場施設の稼働 

（1） 調査の結果 

ア  振動の状況 

調査結果は表 9.1.3- 3 に示すとおり 30～33dB であり、人間が振動を感じ始める値（感覚

閾値）の 55dB 以下であった。 

 

表 9.1.3- 3  振動レベルの調査結果  

調査地点 時間区分 振動レベル（dB） 

昼間（午前７時から午後８時まで） 33 No.３ 

斎場建設予定地 夜間（午後８時から翌日午前７時まで） 30 

 

イ  地盤の状況 

事業実施区域及びその周辺は、「第５章  第１節  自然的状況」で示したように干拓地で

あり、砂及びシルトを主体とする未固結地盤であった。 

 

（2） 予測の結果 

斎場施設の稼働に伴う振動レベルの敷地境界での予測の最大値は 50dB であり、振動規制法

及び名古屋市環境保全条例に定める特定工場等において発生する振動の規制基準の 65dB 以下

であることから、斎場施設の稼働に伴い発生する振動による環境影響の程度は小さいものと予

測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

斎場施設の稼働に伴う振動による環境影響については、低振動型の機器の採用、振動を発生

する機器への防振対策、設備機器の点検・検査の実施と施設の性能維持による環境保全措置を

講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

斎場施設の稼働に伴う振動の影響は、低振動型の機器の採用、振動を発生する機器への防

振対策、設備機器の点検・検査の実施と施設の性能維持による環境保全措置を講じることに

より、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

予測結果によると、斎場施設の敷地境界の最大値は 50dB であり、振動規制法及び名古屋

市環境保全条例に定める特定工場等において発生する振動の規制基準の 65dB 以下であるこ
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とから、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

また、土地区画整理事業実施区域境界においては、距離減衰による振動レベルの低減が考

えられることから、振動による影響は極めて小さいものと考える。 
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３－４  供用時の交通の集中 

（1） 調査の結果 

事業実施区域及びその周辺における道路振動の調査結果は、前項「３－２  資材及び機械の

運搬に用いる車両の運行」の項に示したとおりである。 

 

（2） 予測の結果 

施設関連車両の運行時における道路交通振動レベルの予測値は、52～55dB（人間が振動を

感じ始める感覚閾値の55dB 以下）であり、道路交通振動の限度である65dB 及び70dB 以下で

ある。また、施設関連車両が加わった場合においても、振動レベルの増加は１dB 未満である

ことから、施設関連車両の運行に伴い発生する振動による環境影響の程度は極めて小さいも

のと予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

本事業の実施による環境影響の程度は極めて小さいと予測されるため、環境保全のための措

置は講じないものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

施設関連車両の運行に伴う振動の影響は、予約時の時間調整による施設関連車両の集中の

回避、マイクロバスの利用、自家用車やタクシーの相乗りの呼びかけによる施設関連車両台

数の低減、適正運転の周知及びＰＲに配慮することから、事業者の実行可能な範囲内におい

てできる限り回避・低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

予測結果によると、施設関連車両の運行時において52～55dB と予測され、道路交通振動の

限度である65dB 及び70dB 以下であることから、基準又は目標との整合は図られるものと判

断する。 
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４  悪臭 

（1） 調査の結果 

斎場建設予定地における特定悪臭物質の濃度は規制基準以下であり、臭気指数は 10 未満で

あった。 

また、類似施設である名古屋市八事斎場における特定悪臭物質の濃度は規制基準以下であり、

臭気指数は煙道で 22、敷地境界で 10 未満であった。 

 

（2） 予測の結果 

臭気指数については、類似施設における調査結果によれば排出ガス中の臭数指数 22 が敷地

境界では 10 未満に低減しており、新斎場の敷地境界においても同様に臭気指数の予測値は 10

未満に低減し、名古屋市悪臭対策指導指針（平成 15 年名古屋市告示第 412 号）に定める第 1

種区域における指導基準値（臭気指数 10）以下と予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

本事業の実施による環境影響の程度は極めて小さいと予測されるため、環境保全のための措

置は講じないものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

斎場施設の稼働に伴う悪臭の影響は、斎場施設の計画・設計において、主燃焼炉では 800℃

以上の高温で燃焼し更に再燃焼炉では 800℃以上で臭気成分を分解する、定期的に機器点検

及び機能検査を実施する等の無臭化に配慮することから、事業者の実行可能な範囲内におい

てできる限り回避・低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

斎場施設の稼働時における敷地境界の臭気指数の予測値は 10 未満であり、名古屋市悪臭

対策指導指針に定める第１種区域における指導基準値（工場等の敷地の境界線における臭気

指数）10 を満足することから、基準又は目標との整合は図られるものと判断する。 

また、土地区画整理事業実施区域境界においては、拡散による悪臭の濃度の低下が考えら

れることから、悪臭による影響は極めて小さいものと考える。 
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５  水質 

（1） 調査の結果 

排水路４地点において、晴天時８日間、降雨時４日間の現地調査を実施した。 

浮遊物質量は、降雨時には 5～43mg/L、晴天時には 10～75mg/L であった。 

 

（2） 予測の結果 

事業実施区域から排水される浮遊物質量の予測値は 40～71mg/L であり、名古屋市が定める

建設工事に伴う排水の浮遊物質量の目安である 200mg/L 以下であることから、工事中における

濁水による環境影響の程度は小さいと予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

工事の実施による雨水の排水による環境影響については、仮設の沈砂池の適切な配置、造成

工事を順次行い裸地面積を小さくする工事計画の検討による環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

ア  環境影響の回避・低減に係る評価 

工事の実施による雨水の排水の影響は、仮設の沈砂池の適切な配置、造成工事を順次行い

裸地面積を小さくする工事計画の検討による環境保全措置を講じることにより、事業者の実

行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  基準又は目標との整合の評価 

工事の実施に伴い事業実施区域から排水される浮遊物質量は 40～71mg/L と予測され、名

古屋市が定める建設工事に伴う排水の浮遊物質量の目安である200mg/L以下であることから、

目安との整合は図られるものと判断する。 
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６  地盤 

（1） 調査の結果 

事業実施区域及びその周辺の地盤沈下の状況は、現在、沈静化しており、新茶屋における過

去５年間の累積沈下量は 0.02cm である。 

事業実施区域周辺の地盤の状況は、上位に沖積層が分布し、下位に洪積層（熱田層）が分布

する。沖積層の層厚は 10～40ｍであり、下部粘土層、上部砂層、最上部粘土層に区分される。

沖積層におけるＮ値の平均値は、粘土・シルト層で３、砂層で 11 であり、特に、粘性土層は、

Ｎ値０の範囲もある極めて軟弱な地盤である。 

 

（2） 予測の結果 

圧密沈下量の予測結果は、表 9.1.6 -1 に示すとおりである。 

北側敷地境界の圧密沈下量は、0～0.11cm と予測される。また、南側敷地境界の圧密沈下量

は、1.65～4.82cm と予測される。 

なお、実際の沈下量は、標準圧密試験に基づいて予測する圧密沈下量に比べて小さく現れる。 

圧密沈下時間は、表 9.1.6 -2 に示すとおりである。 

最大の圧密沈下量が予測される②－②’断面の南側敷地境界では、53 日間で 90％の圧密が終

了することが予測される。 

 

表 9.1.6 -1 圧密沈下量の予測結果 

単位：ｃｍ 

敷地境界からの距離 
断  面 予測位置 

０ｍ ３ｍ ５ｍ 10ｍ 15ｍ 20ｍ 

北 側 0.11 0.10 0.09 0.00 0.00 0.00 
①－①’断面 

南 側 1.65 1.14 0.89 0.49 0.29 0.18 

北 側 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
②－②’断面 

南 側 4.82 3.14 2.31 1.09 0.55 0.31 

北 側 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
③－③’断面 

南 側 1.83 1.11 0.76 0.30 0.14 0.07 
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表 9.1.6 -2 圧密沈下時間の予測結果 

断  面 予測位置 

圧密度90％に 

要する期間 

（日） 

北 側 1,484 
①－①’断面 

南 側 106 

北 側 163 
②－②’断面 

南 側 53 

北 側 （沈下なし） 
③－③’断面 

南 側 26 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

土地の改変に伴う地盤への影響については、造成工事中及び造成工事終了後の周辺地盤の変

動を測定し、周辺構造物等に変状がみられた場合は必要に応じて復旧することによる環境保全

措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

土地の改変に伴う地盤への影響は、造成工事中及び造成工事終了後の周辺地盤の変動を測定

し、周辺構造物等に変状がみられた場合は必要に応じて復旧することによる環境保全措置を講

じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

 

- 55 -



７  動物 

（1） 調査の結果 

動物の現地調査結果は、表9.1.7- 1に示すとおりである。 

なお、既往調査で確認されたメダカは現地調査では確認されなかった。 

 

表9.1.7- 1 動物の現地調査結果 

調査項目 確認種数 重要な種 

哺乳類 ３目４科５種 ホンドイタチ 

鳥類 12 目 27 科 65 種 

チュウサギ、マガン、オオタカ、チュウヒ、タマ

シギ、イカルチドリ、エリマキシギ、タカブシギ、

オオジシギ、コアジサシ 

爬虫類 ２目４科７種 クサガメ、イシガメ、シマヘビ 

両生類 １目２科５種 トノサマガエル、ダルマガエル 

魚類 ３目４科７種 カワバタモロコ 

底生動物 11 目 18 科 27 種 ドブガイ 

昆虫類 12 目 137 科 451 種 
アリツカコオロギ、ニイニイゼミ、コオイムシ、

ミツノエンマコガネ、スジグロシロチョウ 

クモ類 １目 18 科 76 種 ワスレナグモ 

陸産貝類 １目３科６種 － 

 

（2） 予測の結果 

ア  雨水の排水 

水域に生息する重要な種としては、クサガメ、イシガメ、カワバタモロコ、ドブガイが対

象となった。 

クサガメ、イシガメは比較的水質の悪い水域にも生息していることから、工事の実施に伴

う雨水の排水による本種への影響は極めて小さいと予測される。 

カワバタモロコの確認地点は事業実施区域から500ｍ以上離れており、生息地点では植生

帯も豊富であることから、工事の実施に伴う雨水の排水による本種への影響は極めて小さい

と予測される。 

ドブガイは一時的な濁水中でも生息できることから、工事の実施に伴う雨水の排水による

本種への影響は極めて小さいと予測される。 

 

イ  敷地の存在（土地の改変） 

コアジサシについては、事業実施区域外を流れる戸田川を主要な採餌・生息の場として利

用しており、事業実施区域内における小水路の利用頻度は低いと考えられ、対象事業の実施

による生息への影響は小さいと予測される。 

カワバタモロコ、ドブガイについては、生息地の改変はないことから、生息への影響はな
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いものと予測される。 

チュウサギ、タマシギ等の淡水性水鳥及びシマヘビ、ダルマガエル、ニイニイゼミ等のそ

の他の重要な種については、事業の実施により生息、採餌、休息、繁殖環境等の一部が消失

することになるが、事業実施区域周辺には主要な生息地である農地環境が広域的に存在する

ことから、地域全体としての生息への影響は小さいと予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

ア  雨水の排水 

工事の実施に伴う雨水の排水による重要な種の生息への影響は極めて小さいと予測される

ため、環境保全のための措置は講じないものとする。 

 

イ  敷地の存在（土地の改変） 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

重要な種については、表 9.1.7- 2 に示す環境保全措置を講じるものとする。 

 

表 9.1.7- 2  環境保全措置 

対象種 環境保全措置 

クサガメ、イシガメ、シマヘビ、トノサマガエ

ル、ダルマガエル、アリツカコオロギ、ニイニ

イゼミ、コオイムシ、ミツノエンマコガネ、ス

ジグロシロチョウ、ワスレナグモの 11 種 

事業実施区域内の公園、緑地、その他の公共空

地内における生息地の創出 

（草地、湿地、樹林地等の混在した多様な環境

の確保） 

ホンドイタチ、オオタカ、チュウヒ、チュウサ

ギ、マガン、タマシギ、イカルチドリ、エリマ

キシギ、タカブシギ、オオジシギ、コアジサシ 

クサガメ、イシガメ、シマヘビ、トノサマガエ

ル、ダルマガエルの 16 種 

事業実施区域外における生息地の創出 

（事業実施区域の南側休耕田における灌水） 

 

（4） 評価の結果 

ア  雨水の排水 

重要な種（クサガメ、イシガメ、カワバタモロコ、ドブガイ）については、仮設の沈砂池

を適切に配置する、造成工事を順次行い裸地面積をできるだけ小さくすること等、濁水の発

生の低減、濁水の流出面積の減少に配慮することから、事業者の実行可能な範囲内において

できる限り低減されるものと判断する。 

イ  敷地の存在（土地の改変） 

重要な種（ホンドイタチ、オオタカ、チュウヒ、チュウサギ、マガン、タマシギ、イカル

チドリ、エリマキシギ、タカブシギ、オオジシギ、コアジサシ、クサガメ、イシガメ、シマ

ヘビ、トノサマガエル、ダルマガエル、アリツカコオロギ、ニイニイゼミ、コオイムシ、ミ
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ツノエンマコガネ、スジグロシロチョウ、ワスレナグモ）への影響は、事業実施区域内にお

いて公園、緑地、その他の公共空地内における生息地の創出及び事業実施区域外における生

息地の創出（事業実施区域の南側休耕田における灌水）による環境保全措置を講じることに

より、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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８  植物 

（1） 調査の結果 

植物の現地調査結果は、表9.1.8- 1に示すとおりである。 

 

表 9.1.8- 1  植物の現地調査結果 

調査項目 確認種等 重要な種等 

植物相 
シダ植物： 6 科   7 種 

種子植物：78 科 365 種 

コギシギシ、コイヌガラシ、クサレダマ、

カワヂシャ 

植生 

水田雑草群落を主体とし、畑地雑草群落、

路傍・空地草本群落が点在しており、戸田

川の岸辺には低層湿原植生がみられた。 

また、事業実施区域外にはケヤキ－クロガ

ネモチ林が小面積で分布していた。 

－ 

水生植物 ミズワラビ、エビモ、ウキクサ等の 24 種 － 

 

（2） 予測の結果 

ア  雨水の排水 

水路においてはアオウキクサ、ウキクサ、コカナダモ、ホソバミズヒキモ、エビモ、ヨシ、

オモダカの７種の生育が確認された。このうち、雨水排水の排水先である事業実施区域の南

部地域において生育が確認された種は、ヨシ、アオウキクサ、ウキクサの３種であった。こ

れらの種は、多様な水域に極めて普通に生育し、汚濁に対する耐性も大きい種であることか

ら、工事の実施に伴う雨水の排水による対象種への影響は極めて小さいと予測される。 

 

イ  敷地の存在（土地の改変） 

コイヌガラシ、カワヂシャについては、対象事業の実施により生育地の一部が消失するこ

とになるが、事業実施区域外において生育地が豊富に存在することから、地域全体としての

種の存続に対する影響は小さいと予測される。 

コギシギシの主要な生育地は事業実施区域内にあり、周辺部には事業実施区域内と同等な

規模の生育地が存在しない。したがって、対象事業の実施により主要な生育地が消失するこ

とになり、地域個体群の存続に影響を及ぼすことが予測される。 

クサレダマの生育地は造成計画地外に位置するため、土地の改変による直接的影響は受け

ない。しかし、造成計画地域に隣接しているため、工事施工ヤードの設置による生育地の撹

乱の影響や工事区域から飛散する粉じん等による影響が予測される。 
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（3） 環境保全のための措置 

ア  雨水の排水 

工事の実施に伴う雨水の排水による重要な種の生育への影響は極めて小さいと予測される

ため、環境保全のための措置を講じないものとする。 

 

イ  敷地の存在（土地の改変） 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境

保全措置の検討を行った。 

重要な種については、表 9.1.8- 2 に示す環境保全措置を講じるものとする。 

 

表 9.1.8- 2  環境保全措置 

対象種 環境保全措置 

コギシギシ 

事業実施区域外に残存するコギシギシから種子を採取して、生育地

周辺の同様な水田環境に播種する。 

事業実施区域内のコギシギシから種子を採取し、自然環境に配慮し

た公園の緑地内に湿潤な草地環境を確保し、播種する。 

クサレダマ 

生育地の損傷を防ぐため、資材置場の位置、工事資機材の運搬経路

に十分配慮し、生育地への立ち入りを行わないようにする。 

事業実施区域から生育地への粉じん飛散の防止策を講じる。 

コイヌガラシ、カワヂシャ 

事業実施区域内のコイヌガラシとカワヂシャから種子を採取し、自

然環境に配慮した公園の緑地内に湿潤な草地環境を確保し、播種す

る。 

 

（4） 評価の結果 

ア  雨水の排水 

事業実施区域周辺の主要な種（ヨシ、アオウキクサ、ウキクサ）については、仮設の沈砂

池を適切に配置する、造成工事を順次行い裸地面積をできるだけ小さくすること等、濁水の

発生の低減、濁水の流出面積の減少に配慮することから、事業者の実行可能な範囲内におい

てできる限り低減されるものと判断する。 

 

イ  敷地の存在（土地の改変） 

重要な種（コギシギシ、クサレダマ、コイヌガラシ、カワヂシャ）への影響は、コギシギ

シについては事業実施区域外における生育地の拡大及び事業実施区域内において公園、緑地、

その他の公共空地内における生育地の創出、クサレダマについては生育地への影響の最小化、

コイヌガラシとカワヂシャについては事業実施区域内において公園、緑地、その他の公共空

地内における生育地の創出による環境保全措置を講じることにより、事業者の実行可能な範

囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

- 60 -



９  生態系 

（1） 調査の結果 

ア  動植物その他の自然環境に係る概況 

調査地域の環境類型は、水田環境が大部分を占め、広面積な水田環境の中に小規模な河川

環境、畑地・草地環境及び市街地・住宅地環境がモザイク状に混在している。 

 

イ  注目種等の情報 

上位性注目種等としては、地域を特徴づける生態系である水田環境と密接な関係があり、

栄養段階の上位に位置する「サギ類」及び「シギ・チドリ類」を選定した。 

典型性注目種等の選定にあたっては、地域を特徴づける生態系である水田環境の当地域に

おける生物群集の多様性を特徴づける種として、「ダルマガエル」を選定した。 

特殊性注目種等については、湧水湿地、塩湿地等の特殊な生息・生育環境及び特殊な環境

に生息等が規定される種・群集は調査地域に存在しておらず、該当種はなかった。 

なお、メダカは現地調査により確認されなかったため、注目種として選定しなかった。 

調査結果は、表 9.1.9- 1 に示すとおりである。 

 

表 9.1.9- 1  調査結果 

注目種等 調査結果 

上位性注目種等 

（サギ類、シギ･チドリ類） 

確認されたサギ類及びシギ・チドリ類は生態特性及び地域特性に

より、以下の３グループに区分された。 

①生息数が多く調査地域の利用頻度が高いグループ 

アマサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、アオサギ、コチド

リ、ケリ、タゲリ 

②生息数が少なく調査地域の利用頻度が低いグループ 

ゴイサギ、タマシギ、イカルチドリ、エリマキシギ、アオアシ

シギ、クサシギ、タカブシギ、キアシシギ、イソシギ、タシギ、

チュウジシギ、オオジシギ 

③調査地域を繁殖地として利用しているグループ 

ケリ、コチドリ 

典型性注目種等 

（ダルマガエル） 

調査地域の水田環境の広い範囲を多数の個体が生息地・繁殖地と

して利用されているが、特に事業実施区域外南側の水田における

生息密度が高く良好な生息環境となっていた。 
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（2） 予測の結果 

ア  敷地の存在（土地の改変） 

予測結果は、表 9.1.9- 2 に示すとおりである。 

 

表 9.1.9- 2  予測結果 

注目種等 予測結果 

上位性注目種等 

（サギ類、シギ･チドリ類） 

①生息数が多く調査地域の利用頻度が高いグループ及び②生息数

が少なく調査地域の利用頻度が低いグループ 

調査地域の水田環境の広い範囲を採餌・休息の場として利用し

ている。事業の実施により採餌・休息環境の一部が消失するこ

とになるが、事業実施区域周辺には主要な生息地である水田環

境が広域的に存在することから、地域全体としての生息への影

響は小さいと予測される。 

③調査地域を繁殖地として利用しているグループ 

・ケリ 

事業の実施により繁殖環境の一部が消失することになるが、事

業実施区域周辺には主要な繁殖地となる水田環境が広域的に存

在することから、地域全体としての生息への影響は小さいと予

測される。 

・コチドリ 

造成地という人為的環境を積極的に利用する種であること、ま

た、事業実施区域周辺には主要な繁殖地となる水田環境が広域

的に存在することから、地域全体としての生息への影響は小さ

いと予測される。 

 

【藤前干潟との関連性】 

調査地域におけるサギ類及びシギ・チドリ類の出現状況は、藤

前干潟の出現種と異なり、水田等の淡水環境を主な生息地とす

る種が主体であること、また、藤前干潟を利用するシギ・チド

リ類は、干潟に近い場所を主な休息地として利用しており、調

査地域の位置する北方向の移動は少ないことから、藤前干潟を

利用する鳥類との関連性は低いと考えられ、藤前干潟を利用す

る鳥類に対する対象事業の実施による影響は小さいと予測され

る。 

典型性注目種等 

（ダルマガエル） 

事業の実施により事業実施区域内の生息環境が消失することに

なるが、本種は事業実施区域外の南側の水田において特に生息

数が多く良好な生息地となっていること、また、事業実施区域

周辺には主要な生息地である水田環境が広域的に存在すること

から、地域全体としての生息への影響は小さいと予測される。

 

（3） 環境保全のための措置 

ア  敷地の存在（土地の改変） 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境

保全措置の検討を行った。 

上位性注目種等、典型性注目種等については、表 9.1.9- 3 に示す環境保全措置を講じる

ものとする。 
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表 9.1.9- 3  環境保全措置 

対象種等 環境保全措置 

上位性注目種等 

（サギ類、シギ･チドリ類） 

餌動物の生息数を増加させるため、事業実施区域の南側

に残存する休耕田に対して、灌水がされるよう働きかけ

る。 

典型性注目種等 

（ダルマガエル） 

生息適地を増加させるために、事業実施区域の南側に残

存する休耕田に対して、灌水がされるよう働きかける。

 

（4） 評価の結果 

ア  敷地の存在（土地の改変） 

上位性注目種等（サギ類及びシギ・チドリ類）及び典型性注目種等（ダルマガエル）への

影響は、上位性注目種等については事業実施区域外における採餌・休息環境の創出（事業実

施区域の南側休耕田における灌水）、典型性注目種等については事業実施区域外における生息

環境の創出（事業実施区域の南側休耕田における灌水）による環境保全措置を講じることに

より、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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10  景観 

（1） 調査の結果 

ア  主要な眺望点の状況 

事業実施区域及びその周辺の主要な眺望点は、「戸田川緑地」の展望塔（地上 16ｍ）と「名

古屋港ポートビル」の展望室（地上 53ｍ）であった。 

眺望点からは、建築物により遮られ、事業実施区域を望むことができなかった。 

 

イ  景観資源の状況 

事業実施区域の北側と東側では中高層及び低層の住居等による市街地景観であり、事業実

施区域及びその南側と西側では市街化調整区域で水田の広がる田園景観を主体としている。 

事業実施区域内には、河川風景、海岸風景、植物の自生地等で優れた景観資源として認め

られるものは存在しない。 

 

ウ  主要な眺望景観の状況 

市営西茶屋荘から南方向、戸田川右岸から東方向、事業実施区域の南側から北方向、

新川右岸堤防から西方向の眺望景観は、近景もしくは中景に水田、休耕田等望むこと

ができる。 

 

（2） 予測の結果 

本事業計画では、順次造成し、速やかな土地利用を図ることから、本予測では敷地の存在（土

地の改変）と構造物の存在を一つの影響要因とした。 

ア  主要な眺望点の改変 

事業実施区域及びその周辺には主要な眺望点は存在しないため、事業の実施による影響は

ないものと予測される。 

 

イ  景観資源の改変 

事業実施区域及びその周辺には主要な景観資源は存在しないため、事業の実施による影響

はないものと予測される。 

 

ウ  主要な眺望景観の変化 

市営西茶屋荘からの眺望は、一時的には盛土された地表面が視界の大部分を占めることに

なるが、住宅等の建設に伴い都市的な景観となるものと考えられる。 

戸田川右岸、新川右岸堤防、事業実施区域の南側からの眺望の変化は明確に視認できない

ことから、造成工事完了後においては著しい視覚の変化がみられず、造成工事による環境影

響は少ないものと予測される。 
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（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

景観については、公園、幹線道路、その他の公共空地内における緑化、周囲と調和のとれた

緑に囲まれた公共施設の創出による環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

本事業の実施による景観への影響は、公園、幹線道路、その他の公共空地内における緑化、

周囲と調和のとれた緑に囲まれた公共施設の創出による環境保全措置を講じることにより、事

業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 
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11  人と自然との触れ合いの活動の場 

（1） 調査の結果 

ア  人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

事業実施区域及びその周辺の人と自然との触れ合いの活動の場としては、史跡散策路が挙

げられる。 

なお、事業実施区域及びその周辺には、文化財保護法、自然環境保全法等に該当する地域・

地区等は存在せず、また、自然探勝路、ハイキングコース、海水浴場、スターウォッチング

等の人と自然との触れ合いの活動の場は存在しない。 

 

イ  主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 

史跡散策路は、事業実施区域北部に設定され、広い田園地帯の中にある干拓・開拓にかか

わる寺社などを巡る全長約５km の散策路である。この散策路は、17箇所の寺社・史跡の他に、

戸田川緑地・農業文化園から成り立っている。 

現地調査によると、史跡散策路の利用客はほとんど確認することができず、史跡散策路の

利用者数は不明である。地元有識者等からのヒアリング調査によると、史跡散策路内の寺社

の利用は、近隣住民による参拝や祭りなど恒例の季節行事への参加者である。 

 

（2） 予測の結果 

ア  敷地の存在（土地の改変） 

敷地の存在（土地の改変）が史跡散策路に及ぼす影響は小さく、また、利用性の変化への

影響はないものと予測される。 

 

イ  構造物の存在 

構造物の存在が史跡散策路の快適性の変化に及ぼす影響は小さいものと予測される。 

 

（3） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

人と自然との触れ合いの活動の場については、事業実施区域内の史跡散策路内の寺社の保全、

史跡散策路のデザインを周囲の景観と調和させることによる環境保全措置を講じるものとする。 

 

（4） 評価の結果 

本事業の実施による人と自然との触れ合いの活動の場への影響は、事業実施区域内の史跡散

策路内の寺社の保全、史跡散策路のデザインを周囲の景観と調和させることによる環境保全措

置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り回避・低減されるもの

と判断する。 
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12  廃棄物等 

（1） 予測の結果 

廃棄物等の種類及び発生量は表 9.1.12- 1 に示すとおりであり、建設発生土は事業実施区域

内で盛土として再利用され、コンクリートがら、アスファルトがらについては再資源化施設へ

の搬出により有効利用を図ることから、事業の実施に伴う環境負荷は小さいと予測される。 

 

表 9.1.12- 1  廃棄物等の種類及び発生量 

種類 発生量（ｍ３） 算定根拠 

建設発生土 76,000 調整池、水路の掘削（掘削量：76,000ｍ３） 

コンクリートがら 5,800 既設水路の撤去（延長距離：約 14,000ｍ） 

アスファルトがら 7,900 既設道路の撤去（舗装面積：約 160,000ｍ２） 

 

（2） 環境保全のための措置 

予測結果を踏まえ、その影響を実行可能な範囲内でできる限り回避・低減するために環境保

全措置の検討を行った。 

建設工事に伴う副産物の環境負荷については、建設発生土については事業実施区域内での再

利用、コンクリートがら等については再資源化施設への搬出による環境保全措置を講じるもの

とする。 

また、コンクリートがら等は、事業実施区域内の道路の路盤材として再利用を検討する。 

 

（3） 評価の結果 

本事業の実施による環境負荷は、建設発生土については事業実施区域内での再利用、コンク

リートがら等については再資源化施設への搬出による環境保全措置を講じることにより、事業

者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されるものと判断する。 

また、コンクリートがら等は、事業実施区域内の道路の路盤材として再利用を検討すること

により、本事業の実施による環境負荷はさらに低減されるものと判断する。 
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第２節  事後調査 

予測及び評価の結果、大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地盤、動物、生態系、景観、人と自然

との触れ合いの活動の場、廃棄物等の 11 項目については、環境影響の程度は小さいと判断された

ことから、事後調査は実施しない。 

植物については、環境保全措置の実施により環境影響を低減できるものと考えられるが、その効

果に不確実性があることから、事後調査の対象とした。 

事後調査の手法等は、表 9.2- 1 に示すとおりである。 

 

表 9.2- 1 事後調査の手法等 

調査対象項目 植物：コギシギシ 

調査理由 

コギシギシの生育については、科学的知見が不足しており、不確実

性が大きいと考えられることから、播種後における生育・繁殖状況

を確認するため。 

調査方法 

調査項目：生育状況、生育環境の状況 

調査方法：現地調査による個体の確認 

調査時期：春季 

調査期間：３年間を目途とするが、安定した種の定着が確認される 

までの時期とする。 

環境影響の程度が著し

いことが明らかとなった

場合の対応の方針 

予測し得ない環境上の著しい影響が生じた場合には、必要に応じて 

専門家の指導・助言を得て、適切な措置を講ずる。 

 

調査の結果の公表方法 
調査報告書の作成時期、公表時期、方法等については、関係機関と

調整しながら適切に実施する。 

実施主体 

「（仮称)茶屋新田土地区画整理組合」が実施するが、事業完了とと

もに同組合は解散することから、事業完了後も事後調査を行う必要

がある場合は、関係行政機関である名古屋市が実施する。 
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第３節  環境影響の総合的な評価 

都市計画対象事業について、影響要因の「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」

における環境要素 12 項目（大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地盤、動物、植物、生態系、景観、

人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等）を選定し、予測・評価を行った。 

 

予測の結果、騒音、振動、動物、植物の各一部と悪臭については、環境影響の程度は極めて小さ

いと予測され、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り回避・低減されると評価された。 

また、騒音、振動、動物、植物の各一部及び大気質、水質、地盤、生態系、景観、人と自然との

触れ合いの活動の場、廃棄物等については、環境影響の程度は小さいと予測されたため、環境保全

措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されると評価された。 

なお、植物については事後調査を実施するとともに、予測し得ない環境上の著しい影響が生じた

場合は、必要に応じて専門家の指導・助言を得て、適切な措置を講じる。 

 

各環境影響評価の項目の調査、予測及び評価の概要は、以下に示すとおりである。 
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環境要素 調査結果 予測結果 

・建設機械の稼働及び工事用車両の運行 

（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質） 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質ともに環

境基準を下回っている。環境目標値につい

ては浮遊粒子状物質は下回っているもの

の、二酸化窒素は上回ると予測されるが、

建設機械の稼働及び工事用車両の運行から

の寄与濃度は僅かである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建設機械の稼働及び工事用車両の運行

（粉じん等） 

降下ばいじん量の最大値で 1.76t/km2/

月及び 2.42t/km2/月と予測され、生活環境

の目安となる 10t/km2/月を下回っている。

 

 

 

 

 

・造成工事（粉じん等） 

造成工事に伴う裸地による粉じん等につ

いては、強風（風速 5.5ｍ以上）の出現頻

度は 3.9％である。 

 

 

 

 

大気質 
・二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

事業実施区域周辺の大気汚染常時監視測定

局である南陽支所の二酸化窒素の日平均値の

年間 98％値は 0.043～0.045ppm であり、環境

基準（0.06ppm 以下）を達成し、名古屋市環境

基本条例に基づく環境目標値（0.04ppm 以下）

を達成していない。 

南陽支所の浮遊粒子状物質の日平均値の

２％除外値は 0.066～0.085 mg/m3 であり、環

境基準（0.10mg/m3 以下）及び名古屋市環境基

本条例に基づく環境目標値（0.10mg/m3 以下）

を達成している。 

 

・降下ばいじん 

港区国際留学生会館における平成７～11 年

度の降下ばいじんの年平均値は、2.1～3.4 

t/km2/月である。 

 

・道路沿道の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

事業実施区域及びその周辺の道路沿道にお

ける二酸化窒素の年平均値は 0.022～0.033 

ppm、浮遊粒子状物質の年平均値は 0.030～

0.039 mg/m3であった。 

 

・ダイオキシン類 

事業実施区域内の南陽小学校における平成

15 年秋季～平成 16 年夏季のダイオキシン類の

現地調査結果は 0.066～0.22 pg-TEQ/m3であり、

年平均値は 0.14pg-TEQ/m3であった。 

 

・斎場施設の稼働及び供用時の交通の集中

（二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオ

キシン類） 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオ

キシン類ともに環境基準を下回っている。

環境目標値については浮遊粒子状物質は下

回っているものの、二酸化窒素は上回ると

予測される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、排出ガス対策

型の建設機械の積極的な採用、建設機械

の稼働の分散化、住宅地等に近接してい

る箇所での建設機械の複合同時稼働の回

避、並びに、工事用車両の運行ルートの

分散化、工事用車両の空ぶかし、高負荷

運転の回避、工事用車両の乗り入れ時

期・時間帯の分散化による環境保全措置

を講じるものとする。 

 

 

 

 

排出ガス対策型の建設機械の積極的な採

用、建設機械の稼働の分散化、住宅地等に

近接している箇所での建設機械の複合同時

稼働の回避、並びに、工事用車両の運行ル

ートの分散化、工事用車両の空ぶかし、高

負荷運転の回避、工事用車両の乗り入れ時

期・時間帯の分散化による環境保全措置を

講じることにより、事業者の実行可能な範

囲内においてできる限り低減されるものと

判断する。 

環境基準との整合は図られているが、二

酸化窒素は環境目標値を上回るものの本事

業に起因する寄与濃度は僅かであり、影響

は小さいものと考える。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、造成工事区域

内における散水、施工方法の検討、建設

機械の稼働の分散化、強風時の作業中止、

工事用車両の運行ルートの分散化、工事

用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化

による環境保全措置を講じるものとす

る。 

 

 

造成工事区域内における散水、施工方法

の検討、建設機械の稼働の分散化、強風時

の作業中止、工事用車両の運行ルートの分

散化、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯

の分散化による環境保全措置を講じること

により、事業者の実行可能な範囲内におい

てできる限り低減されるものと判断する。 

 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、造成区域内の

裸地への散水、造成区域内の法面等への

種子散布、工事計画の検討による環境保

全措置を講じるものとする。 

 

 

造成区域内の裸地への散水、造成区域内

の法面等への種子散布、工事計画の検討に

よる環境保全措置を講じることにより、事

業者の実行可能な範囲内においてできる限

り低減されるものと判断する。 

 

 

なし 

 
本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、効率の高い排

ガス処理装置の設置、設備機器の点検・

検査の実施と施設の性能維持、火葬設備

の稼働の集中の回避、並びに、予約時の

時間調整による施設関連車両の集中の回

避、マイクロバスの利用、自家用車やタ

クシーの相乗りの呼びかけによる施設関

連車両台数の低減、適正運転の周知及び

ＰＲによる環境保全措置を講じるものと

する。 

 

 

効率の高い排ガス処理装置の設置、設備

機器の点検・検査の実施と施設の性能維

持、火葬設備の稼働の集中の回避、並びに、

予約時の時間調整による施設関連車両の

集中の回避、マイクロバスの利用、自家用

車やタクシーの相乗りの呼びかけによる

施設関連車両台数の低減、適正運転の周知

及びＰＲによる環境保全措置を講じるこ

とにより、事業者の実行可能な範囲内にお

いてできる限り低減されるものと判断す

る。 

環境基準との整合は図られているが、二

酸化窒素は環境目標値を上回るものの本事

業に起因する寄与濃度は僅かであり、影響

は小さいものと考える。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

・建設機械の稼働 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの工事

敷地境界の予測値は 82dB であり、騒音規

制法及び名古屋市環境保全条例に定める特

定建設作業に係る騒音の基準の 85dB 以下

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

工事用車両の運行時における道路交通騒

音は、一部の地点で環境基準を上回ってい

るものの、一般車両のみの道路交通騒音と

の差は１dB 未満である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・斎場施設の稼働 

斎場施設の稼働に伴う騒音レベルの敷地

境界での予測の最大値は 29dB であり、騒

音規制法及び名古屋市環境保全条例に定め

る特定工場等において発生する騒音の規制

基準の 50dB 以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境騒音 

事業実施区域周辺の環境騒音について３地

点で現地調査を実施した。 

いずれの地点においても昼間の時間帯は 52

～53dB であり、環境基準を満足していた。 

 

・道路交通騒音 

事業実施区域及びその周辺の道路交通騒音

について現地調査を実施した。 

戸田荒子線と東海橋線では環境基準を上回

っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・供用時の交通の集中 

施設関連車両の運行時における道路交通

騒音は、一部の地点で環境基準を上回って

いるものの、一般車両のみの道路交通騒音

レとの差は１dB 未満である。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、低騒音型の建

設機械の積極的な採用、建設機械の稼働

の分散化、住宅地等に近接している箇所

での建設機械の複合同時稼働の回避によ

る環境保全措置を講じるものとする。 

市営西茶屋荘等の住宅等に近接してい

る箇所では、防音シート等の設置を必要

に応じて検討する。 

 

 

 
低騒音型の建設機械の積極的な採用、建

設機械の稼働の分散化、住宅地等に近接し

ている箇所での建設機械の複合同時稼働の

回避による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてで

きる限り低減されるものと判断する。 

市営西茶屋荘等の住宅等に近接している

箇所では、防音シート等の設置を必要に応

じて検討することにより、環境影響の程度

はさらに低減されるものと判断する。 

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、工事用車両の

運行ルートの分散化、工事用車両の点

検・整備、適正運転の周知、工事用車両

の乗り入れ時期・時間帯の分散化による

環境保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

工事用車両の運行ルートの分散化、工事

用車両の点検・整備、適正運転の周知、工

事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化

による環境保全措置を講じることにより、

事業者の実行可能な範囲内においてできる

限り低減されるものと判断する。 

全ての地点で自動車騒音の限度を下回っ

ている。また、一部の地点で環境基準の値

を上回っているものの、一般車両のみの道

路交通騒音との差は１dB 未満であり、影響

は小さいものと考える。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さいと予測されるため、環境保

全措置は講じないものとする。 

 

 

低騒音の機器を採用すること、騒音を発

生する機器については防音対策を講じるこ

と、外壁の構造や材質を考慮し吸音材を用

いることに配慮することから、事業者の実

行可能な範囲内においてできる限り回避・

低減されるものと判断する。 

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。また、土地区画整理事業実施区

域境界においては、距離減衰による騒音レ

ベルの低減が考えられることから、騒音に

よる影響は極めて小さいものと考える。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、予約時の時間

調整による施設関連車両の集中の回避、

マイクロバスの利用、自家用車やタクシ

ーの相乗りの呼びかけによる施設関連車

両台数の低減、適正運転の周知及びＰＲ

による環境保全措置を講じるものとす

る。 

 

 

 

 

 

予約時の時間調整による施設関連車両の

集中の回避、マイクロバスの利用、自家用

車やタクシーの相乗りの呼びかけによる施

設関連車両台数の低減、適正運転の周知及

びＰＲによる環境保全措置を講じることに

より、事業者の実行可能な範囲内において

できる限り低減されるものと判断する。 

全ての地点で自動車騒音の限度を下回っ

ている。また、一部の地点で環境基準の値

を上回っているものの、一般車両のみの道

路交通騒音との差は１dB 未満であり、影響

は小さいものと考える。 

 

 
なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

・建設機械の稼働 

建設機械の稼働に伴う振動レベルの工事

敷地境界の予測値は 66dB であり、振動規

制法及び名古屋市環境保全条例に定める特

定建設作業に係る振動の基準の 75dB 以下

である。 

 

 

 

 

・資材及び機械の運搬に用いる車両の運行

工事用車両の運行時の振動レベルの予測

値は 52～57dB であり、道路交通振動の限

度である 65dB 及び 70dB 以下である。また、

本事業による工事用車両が加わった場合に

おいても、振動レベルの増加は１dB 未満で

ある。 

 

 

・斎場施設の稼働 

斎場施設の稼働に伴う振動レベルの敷地

境界での予測の最大値は 50dB であり、振

動規制法及び名古屋市環境保全条例に定め

る特定工場等において発生する振動の規制

基準の 65dB 以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

振動 

・環境振動 

事業実施区域周辺の環境振動について３地

点で現地調査を実施した。 

振動レベルは 30 未満～38dB であり、いずれ

の地点においても人間が振動を感じ始める値

（感覚閾値）の 55dB 以下であった。 

 

・道路交通振動 

事業実施区域及びその周辺の道路交通振動

について現地調査を実施した。 

振動レベルは 33～49dB であり、いずれの地

点においても人間が振動を感じ始める値（感覚

閾値）の 55dB 以下であった。 

 

・供用時の交通の集中 

施設関連車両の運行時の振動レベルの予

測値は、52～55dB であり、道路交通振動の

限度である 65dB 及び 70dB 以下である。ま

た、施設関連車両が加わった場合において

も、振動レベルの増加は１dB 未満である。
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、低振動型の建

設機械の積極的な採用、建設機械の稼働

の分散化、住宅地等に近接している箇所

での建設機械の複合同時稼働の回避によ

る環境保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

低振動型の建設機械の積極的な採用、建

設機械の稼働の分散化、住宅地等に近接し

ている箇所での建設機械の複合同時稼働の

回避による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてで

きる限り低減されるものと判断する。 

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さい予測されるため、環境保全

措置は講じないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

工事用車両の運行ルートの分散化、工事

用車両の点検・整備、適正運転の周知、工

事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化

に配慮することから、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り回避・低減され

るものと判断する。 

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、低振動型の機

器の採用、振動を発生する機器への防振

対策、設備機器の点検・検査の実施と施

設の性能維持による環境保全措置を講じ

るものとする。 

 

 

 

 

 
低振動型の機器の採用、振動を発生する

機器への防振対策、設備機器の点検・検査

の実施と施設の性能維持による環境保全措

置を講じることにより、事業者の実行可能

な範囲内においてできる限り低減されるも

のと判断する。 

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。また、土地区画整理事業実施区

域境界においては、距離減衰による振動レ

ベルの低減が考えられることから、振動に

よる影響は極めて小さいものと考える。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さいと予測されるため、環境保

全措置は講じないものとする。 

 

 
予約時の時間調整による施設関連車両の

集中の回避、マイクロバスの利用、自家用

車やタクシーの相乗りの呼びかけによる施

設関連車両台数の低減、適正運転の周知及

びＰＲに配慮することから、事業者の実行

可能な範囲内においてできる限り回避・低

減されるものと判断する。 

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

 

悪臭 
 

斎場建設予定地における特定悪臭物質の濃

度は規制基準以下であり、臭気指数は 10 未満

であった。 

また、類似施設である名古屋市八事斎場にお

ける特定悪臭物質の濃度は規制基準以下であ

り、臭気指数は煙道で 22、敷地境界で 10 未満

であった。 

 

 

臭気指数については、類似施設における

調査結果では排出ガス中の臭数指数 22 が

敷地境界では 10 未満に低減しており、新

斎場の敷地境界においても同様に臭気指数

の予測値は 10 未満に低減し、名古屋市悪

臭対策指導指針に定める第 1 種区域におけ

る指導基準値以下と予測される。 

 

 

水質 

 

浮遊物質量は、降雨時には 5～43mg/L、晴天

時には 10～75mg/L であった。 

 

 

事業実施区域から排水される浮遊物質量

の予測値は 40～71mg/L であり、名古屋市

が定める建設工事に伴う排水の浮遊物質量

の目安である 200mg/L 以下である。 

 

 

 

 

地盤 

 

事業実施区域及びその周辺の地盤沈下の状

況は、現在、沈静化しており、新茶屋における

過去５年間の累積沈下量は 0.02cm である。 

事業実施区域周辺の地盤の状況は、上位に沖

積層（層厚：10～40ｍ）が分布し、下位に洪積

層が分布する。沖積層におけるＮ値の平均値

は、粘土・シルト層で３、砂層で 11 である。

 

 

土地の改変による地盤沈下量の最大は事

業実施区域の南側敷地境界で 4.82cm と予

測され、53 日間で 90％の圧密が終了する

ことが予測される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さいと予測されるため、環境保

全措置は講じないものとする。 

 

 

斎場施設の計画・設計において、主燃焼

炉では 800℃以上の高温で燃焼し更に再燃

焼炉では 800℃以上で臭気成分を分解する、

定期的に機器点検及び機能検査を実施する

等の無臭化に配慮することから、事業者の

実行可能な範囲内においてできる限り回

避・低減されるものと判断する。 

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。また、土地区画整理事業実施区

域境界においては、拡散による悪臭の濃度

の低下が考えられることから、悪臭による

影響は極めて小さいものと考える。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、仮設の沈砂池

の適切な配置、造成工事を順次行い裸地

面積を小さくする工事計画の検討による

環境保全措置を講じるものとする。 

 

 

仮設の沈砂池の適切な配置、造成工事を

順次行い裸地面積を小さくする工事計画の

検討による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてで

きる限り低減されるものと判断する。 

目安との整合は図られるものと判断す

る。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

小さいと予測されるため、造成工事中及

び造成工事終了後の周辺地盤の変動を測

定し、周辺構造物等に変状がみられた場

合は必要に応じて復旧することによる環

境保全措置を講じるものとする。 

 

 

造成工事中及び造成工事終了後の周辺地

盤の変動を測定し、周辺構造物等に変状が

みられた場合は必要に応じて復旧すること

による環境保全措置を講じることにより、

事業者の実行可能な範囲内においてできる

限り低減されるものと判断する。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

・雨水の排水 

クサガメ、イシガメは比較的水質の悪い

水域にも生息していることから、また、ド

ブガイは一時的な濁水中でも生息できる

ことから、工事の実施に伴う雨水の排水に

よる本種への影響は極めて小さいと予測

される。 

カワバタモロコの確認地点は事業実施

区域から 500ｍ以上離れており、生息地点

では植生帯も豊富であることから、工事の

実施に伴う雨水の排水による本種への影

響は極めて小さいと予測される。 

 

 

動物 

 

 

 

現地調査の結果、以下に示す重要な種が確

認された。 
哺乳類：ﾎﾝﾄﾞｲﾀﾁ 

鳥 類：ﾁｭｳｻｷﾞ、ﾏｶﾞﾝ、ｵｵﾀｶ、ﾁｭｳﾋ、 

    ﾀﾏｼｷﾞ、ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ、ｴﾘﾏｷｼｷﾞ、 

    ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ、ｵｵｼﾞｼｷﾞ、ｺｱｼﾞｻｼ 

爬虫類：ｸｻｶﾞﾒ、ｲｼｶﾞﾒ、ｼﾏﾍﾋﾞ 

両生類：ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ、ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ 

魚 類：ｶﾜﾊﾞﾀﾓﾛｺ 

底生動物：ﾄﾞﾌﾞｶﾞｲ 

昆虫類：ｱﾘﾂｶｺｵﾛｷﾞ、ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ、ｺｵｲﾑｼ、 

    ﾐﾂﾉｴﾝﾏｺｶﾞﾈ、ｽｼﾞｸﾞﾛｼﾛﾁｮｳ 

クモ類：ﾜｽﾚﾅｸﾞﾓ 

 

 

 

 
 

・敷地の存在（土地の改変） 

コアジサシについては、事業実施区域外

を流れる戸田川を主要な採餌・生息の場と

して利用しており、対象事業の実施による

生息への影響は小さいと予測される。 

カワバタモロコ、ドブガイについては、

生息地の改変はないことから、生息への影

響はないものと予測される。 

その他の重要な種については、事業の実

施により生息、採餌、休息、繁殖環境等の

一部が消失することになるが、事業実施区

域周辺には主要な生息地である農地環境

が広域的に存在することから、地域全体と

しての生息への影響は小さいと予測され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 78 -



 

環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

工事の実施に伴う雨水の排水による重要な種

の生息への影響は極めて小さいと予測されるた

め、環境保全措置は講じないものとする。 

 
 

 

 

重要な種（クサガメ、イシガメ、カ

ワバタモロコ、ドブガイ）については、

仮設の沈砂池を適切に配置する、造成

工事を順次行い裸地面積をできるだけ

小さくすること等、濁水の発生の低減、

濁水の流出面積の減少に配慮すること

から、事業者の実行可能な範囲内にお

いてできる限り低減されるものと判断

する。 

 

 

 

 

なし 

 

重要な種については、以下に示す環境保全措

置を講じるものとする。 

 

対象種 環境保全措置 

ｸｻｶﾞﾒ､ｲｼｶﾞﾒ 

ｼﾏﾍﾋﾞ 

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ､ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ 

ｱﾘﾂｶｺｵﾛｷﾞ､ﾆｲﾆｲｾﾞ

ﾐ､ｺｵｲﾑｼ､ﾐﾂﾉｴﾝﾏｺｶﾞ

ﾈ､ｽｼﾞｸﾞﾛｼﾛﾁｮｳ 

ﾜｽﾚﾅｸﾞﾓ 

の 11 種 

事業実施区域内の公

園、緑地、その他の

公共空地内における

生息地の創出 

（草地、湿地、樹林

地等の混在した多様

な環境の確保） 

ﾎﾝﾄﾞｲﾀﾁ 

ｵｵﾀｶ､ﾁｭｳﾋ､ﾁｭｳｻｷﾞ､

ﾏｶﾞﾝ､ﾀﾏｼｷﾞ､ｲｶﾙﾁﾄﾞ

ﾘ､ｴﾘﾏｷｼｷﾞ､ﾀｶﾌﾞｼ

ｷﾞ､ｵｵｼﾞｼｷﾞ､ｺｱｼﾞｻｼ 

ｸｻｶﾞﾒ､ｲｼｶﾞﾒ 

ｼﾏﾍﾋﾞ 

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ､ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ 

の 16 種 

事業実施区域外にお

ける生息地の創出 

（事業実施区域の南

側休耕田における灌

水） 

 

 

重要な種（ホンドイタチ、オオタカ、

チュウヒ、チュウサギ、マガン、タマ

シギ、イカルチドリ、エリマキシギ、

タカブシギ、オオジシギ、コアジサシ、

クサガメ、イシガメ、シマヘビ、トノ

サマガエル、ダルマガエル、アリツカ

コオロギ、ニイニイゼミ、コオイムシ、

ミツノエンマコガネ、スジグロシロチ

ョウ、ワスレナグモ）への影響は、事

業実施区域内において公園、緑地、そ

の他の公共空地内における生息地の創

出及び事業実施区域外における生息地

の創出（事業実施区域の南側休耕田に

おける灌水）による環境保全措置を講

じることにより、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り低減される

ものと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

・雨水の排水 

雨水排水の排水先である事業実施区域

の南部地域において生育が確認された種

は、ヨシ、アオウキクサ、ウキクサの３種

であり、これらの種は、多様な水域に極め

て普通に生育し、汚濁に対する耐性も大き

い種であることから、工事の実施に伴う雨

水の排水による対象種への影響は極めて

小さいと予測される。 

 

 

植物 
 

現地調査の結果、以下に示す重要な種が確

認された。 
コギシギシ 

コイヌガラシ 

クサレダマ 

カワヂシャ 

 

・敷地の存在（土地の改変） 

コイヌガラシ、カワヂシャについては、

対象事業の実施により生育地の一部が消

失することになるが、事業実施区域外にお

いて生育地が豊富に存在することから、地

域全体としての種の存続に対する影響は

小さいと予測される。 

コギシギシの主要な生育地は事業実施

区域内にあり、周辺部には区域内と同等な

規模の生育地が存在しない。したがって、

対象事業の実施により主要な生育地が消

失することになり、地域個体群の存続に影

響を及ぼすことが予測される。 

クサレダマの生育地は造成計画地外に

位置するため、改変による直接的影響は受

けない。しかし、造成計画地域に隣接して

いるため、工事施工ヤードの設置による生

育地の撹乱の影響や工事区域から飛散す

る粉じん等による影響が予測される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

工事の実施に伴う雨水の排水による重

要な種の生育への影響は極めて小さいと

予測されるため、環境保全措置は講じな

いものとする。 

 

 

 

 

 

 

事業実施区域周辺の主要な種（ヨシ、ア

オウキクサ、ウキクサ）については、仮設

の沈砂池を適切に配置する、造成工事を順

次行い裸地面積をできるだけ小さくするこ

と等、濁水の発生の低減、濁水の流出面積

の減少に配慮することから、事業者の実行

可能な範囲内においてできる限り低減され

るものと判断する。 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な種については、以下に示す環境

保全措置を講じるものとする。 

 

＜コギシギシ＞ 

・事業実施区域外に残存するコギシギシ

から種子を採取して、生育地周辺の同様

な水田環境に播種する。 

・事業実施区域内のコギシギシから種子

を採取し、自然環境に配慮した公園の緑

地内に湿潤な草地環境を確保し、播種す

る。 

＜クサレダマ＞ 

・生育地の損傷を防ぐため、資材置場の

位置、工事資機材の運搬経路に十分配慮

し、生育地への立ち入りを行わないよう

にする。 

・事業実施区域から生育地への粉じん飛

散の防止策を講じる。 

＜コイヌガラシ、カワヂシャ＞ 

・事業実施区域内のコイヌガラシとカワ

ヂシャから種子を採取し、自然環境に配

慮した公園の緑地内に湿潤な草地環境を

確保し、播種する。 

 

 

重要な種（コギシギシ、クサレダマ、コ

イヌガラシ、カワヂシャ）への影響は、コ

ギシギシについては事業実施区域外におけ

る生育地の拡大及び事業実施区域内におい

て公園、緑地、その他の公共空地内におけ

る生育地の創出、クサレダマについては生

育地への影響の最小化、コイヌガラシとカ

ワヂシャについては事業実施区域内におい

て公園、緑地、その他の公共空地内におけ

る生育地の創出による環境保全措置を講じ

ることにより、事業者の実行可能な範囲内

においてできる限り低減されるものと判断

する。 

 

コギシギシにつ

いては、以下の事

後調査を実施す

る。 

 

・調査項目 

生育状況、生育環

境の状況 

・調査方法 

現地調査による個

体の確認 

・調査時期 

春季 

・調査期間 

３年を目処とする

が、安定した種の

定着が確認される

までの時期 
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環境要素 調査結果 予測結果 

 

生態系 
・動植物その他の自然環境に係る概況 

調査地域の環境類型は、水田環境が大部分を

占め、広面積な水田環境の中に小規模な河川環

境、畑地・草地環境及び市街地・住宅地環境が

モザイク状に混在している。 

 

・注目種等の確認状況 

＜上位性注目種等:サギ類、シギ･チドリ類＞ 

確認されたサギ類及びシギ・チドリ類は３グ

ループに区分された。 

①生息数が多く利用頻度が高いグループ 

アマサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、

アオサギ、コチドリ、ケリ、タゲリ 

②生息数が少なく利用頻度が低いグループ 

ゴイサギ、タマシギ、イカルチドリ、エリマ

キシギ、アオアシシギ、クサシギ、タカブシ

ギ、キアシシギ、イソシギ、タシギ、チュウ

ジシギ、オオジシギ 

③繁殖地として利用しているグループ 

ケリ、コチドリ 

 

＜典型性注目種等：ダルマガエル＞ 

調査地域の水田環境の広い範囲を多数の個

体が生息地として利用していたが、事業実施区

域外の南側水田地域における生息密度が高く

良好な生息環境となっていた。 

 

なお、メダカは現地調査により確認されな

かったため、注目種として選定しなかった。

・敷地の存在（土地の改変） 

＜上位性注目種等:ｻｷﾞ類、ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類＞ 

①生息数が多く利用頻度が高いグループ 

及び②生息数が少なく利用頻度が低いグ

ループ 

事業の実施により採餌・休息環境の一部

が消失することになるが、事業実施区域周

辺には主要な生息地である水田環境が広

域的に存在することから、地域全体として

の生息への影響は小さいと予測される。 

③繁殖地として利用しているグループ 

事業実施区域周辺には主要な繁殖地と

なる水田環境が広域的に存在することか

ら、地域全体としての生息への影響は小さ

いと予測される。 

 

【藤前干潟との関連性】 

調査地域におけるサギ類及びシギ・チド

リ類の出現状況は、藤前干潟の出現種と異

なり、水田等の淡水環境を主な生息地とす

る種が主体であること、また、藤前干潟を

利用するシギ・チドリ類は、干潟に近い場

所を主な休息地として利用しており、調査

地域の位置する北方向の移動は少ないこ

とから、藤前干潟を利用する鳥類との関連

性は低いと考えられ、藤前干潟を利用する

鳥類に対する対象事業の実施による影響

は小さいと予測される。 

 

＜典型性注目種等：ダルマガエル＞ 

事業の実施により生息環境の一部が消

失することになるが、本種は事業実施区域

外の南側の水田において特に生息数が多

く良好な生息地となっていること、また、

事業実施区域周辺には主要な生息地であ

る水田環境が広域的に存在することから、

地域全体としての生息への影響は小さい

と予測される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

上位性注目種等、典型性注目種等につい

ては、以下に示す環境保全措置を講じるも

のとする。 

 

＜上位性注目種等（サギ類及びシギ・チド

リ類）＞ 

・餌動物の生息数を増加させるため、事業

実施区域の南側に残存する休耕田に対し

て、灌水がされるよう働きかける。 

＜典型性注目種等（ダルマガエル）＞ 

・生息適地を増加させるために、事業実施

区域の南側に残存する休耕田に対して、灌

水がされるよう働きかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位性注目種等（サギ類及びシギ・チド

リ類）及び典型性注目種等（ダルマガエル）

への影響は、上位性注目種等については事

業実施区域外における採餌・休息環境の創

出（事業実施区域の南側休耕田における灌

水）、典型性注目種等については事業実施

区域外における生息環境の創出（事業実施

区域の南側休耕田における灌水）による環

境保全措置を講じることにより、事業者の

実行可能な範囲内においてできる限り低

減されるものと判断する。 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

 

景観 

 

市営西茶屋荘から南方向、戸田川右岸から東

方向、事業実施区域の南側から北方向、新川右

岸堤防から西方向の眺望景観は、近景もしくは

中景に水田、休耕田等を望むことができる。 
 

 

市営西茶屋荘からの眺望は、住宅等の建

設に伴い都市的な景観となるものと考え

られる。 

戸田川右岸、新川右岸堤防、事業実施区

域の南側からの眺望の変化は明確に視認

できないことから、造成工事による環境影

響は少ないものと予測される。 

 

 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

 

事業実施区域及びその周辺の人と自然との

触れ合いの活動の場としては、史跡散策路が抽

出された。 
なお、事業実施区域及びその周辺には、自然

探勝路、ハイキングコース、海水浴場、スター

ウォッチング等の人と自然との触れ合いの活

動の場は存在しない。 

 

 

敷地の存在（土地の改変）及び構造物の

存在が史跡散策路に及ぼす影響は小さい

ものと予測される。 

 

 

 

 

 

 

廃棄物等 

－ 

 

建設発生土は事業実施区域内で盛土と

して再利用され、コンクリートがら、アス

ファルトがらについては再資源化施設へ

の搬出により有効利用を図ることから、事

業の実施に伴う環境負荷は小さいと予測

される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

景観については、公園、幹線道路、その

他の公共空地内における緑化、周囲と調和

のとれた緑に囲まれた公共施設の創出によ

る環境保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

公園、幹線道路、その他の公共空地内に

おける緑化、周囲と調和のとれた緑に囲ま

れた公共施設の創出による環境保全措置

を講じることにより、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り低減されるも

のと判断する。 

 

 

 

なし 

 

 

人と自然との触れ合いの活動の場につ

いては、事業実施区域内の史跡散策路内の

寺社の保全、史跡散策路のデザインを周囲

の景観と調和させることによる環境保全

措置を講じるものとする。 

 

 

 

事業実施区域内の史跡散策路内の寺社

の保全、史跡散策路のデザインを周囲の景

観と調和させることによる環境保全措置

を講じることにより、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り回避・低減され

るものと判断する。 

 

 

 

なし 

 

 

建設工事に伴う副産物の環境負荷につい

ては、建設発生土については事業実施区域

内での再利用、コンクリートがら等につい

ては再資源化施設への搬出による環境保全

措置を講じるものとする。 

コンクリートがら等は、事業実施区域内

の道路の路盤材として再利用を検討する。

 

建設発生土については事業実施区域内

での再利用、コンクリートがら等について

は再資源化施設への搬出による環境保全

措置を講じることにより、事業者の実行可

能な範囲内においてできる限り低減され

るものと判断する。 

コンクリートがら等は、事業実施区域内

の道路の路盤材として再利用を検討する

ことにより、本事業の実施による環境負荷

はさらに低減されるものと判断する。 

 

 

なし 
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第 10 章  準備書についての意見の概要及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

 

名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理事業に関し、環境影響評価法(平成９年６月13日法律第

81号)第16条の規定に基づき、環境影響評価準備書を平成18年５月16日から平成18年６月16日まで名

古屋市住宅都市局都市計画課、名古屋市環境局環境影響評価室及び港区役所南陽支所で縦覧、16区

役所で閲覧に供し、24名が縦覧し、３名が閲覧した。また、平成18年５月16日から平成18年６月30

日まで環境の保全の見地からの意見を求めたところ、同法第18条第1項に基づく意見書が１通提出さ

れた。環境影響評価準備書についての意見は172項目であり、意見の概要及びそれに対する都市計画

決定権者の見解の概要は以下のとおりである。 

 

都市計画対象事業の目的及び内容についての意見は11項目であった。「事業者の名称が(仮称)茶

屋新田土地区画整理組合とあるが、区画整理組合の実体はあるのか。」を始めとした意見があり、

「土地区画整理組合の設立は認可後となり、本準備書では予定事業者として（仮称）茶屋新田土地

区画整理組合と記載し、都市計画決定権者である名古屋市が、事業者に代わって、都市計画決定手

続と併せて環境影響評価を行っている。」等の見解を示した。 

都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況についての意見は21項目であった。「道路交通騒

音の調査結果表があるが、調査地点地図が欠落しており、記載すべきである。」を始めとした意見

があり、「道路交通騒音の調査結果は、名古屋市環境局の資料より作成したが、原資料には調査地

点が示されていない。」等の見解を示した。 

方法書についての愛知県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解及び都市計画対象

事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法についての意見は各１項目であっ

た。 

調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果についての意見は132項目であり、そのうち大気質に

ついては38項目であった。「建設機械稼動による二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測対象時期の根

拠を明記すべきである。」を始めとした意見があり、「整地工、調整池築造工、水路築造工、道路

築造工及び斎場建設工事が重複する時期に、大気汚染物質の排出量が最大となるものと想定し、予

測対象時期を工事開始後26～37ヶ月目に設定した。」等の見解を示した。 

騒音についての意見は30項目であった。「建設機械の稼動による騒音予測で、代入条件のri(音源

iと予測地点の距離)が不明であり、代入条件は全て記載すべきである。」を始めとした意見があり、

「建設機械の稼働による騒音予測では、騒音源は予測地点と音源の距離が短いほど、細分割して面

音源とみなしており、１日の稼働範囲を想定し、工事敷地境界より５ｍ離し、20m（東西方向）×25m

（南北方向）の範囲を稼働するものとし、騒音源を適切に分割し、予測した。」等の見解を示した。 

振動についての意見は20項目であった。「建設機械の稼動による振動予測で、代入条件のr(ユニ

ットから予測点までの距離)が不明である。」を始めとした意見があり、「予測では１日の稼働範囲

を想定し、工事敷地境界より５ｍ離し、20m（東西方向）×25m（南北方向）の範囲を稼働するもの

とし、振動源は稼働範囲の中心とし予測した。」等の見解を示した。 
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悪臭についての意見は１項目、水質についての意見は４項目、地盤についての意見は９項目、動

物についての意見は６項目、植物についての意見は４項目、生態系についての意見は６項目、景観

についての意見は７項目、人と自然との触れ合いの活動の場についての意見は３項目、廃棄物等に

ついての意見は４項目であった。 

事後調査についての意見は４項目であった。「車両による大気質、騒音、振動については現状の

交通量と同程度の将来交通量とでの予測値が大きく異なり、予測手法の再現性に疑問がある。この

ため、事後調査を行う必要がある。」を始めとした意見があり、「車両による大気質、騒音、振動

については予測の手法は確立されており、予測結果は適切なもので、事後調査は必要ないものと考

えている。」等の見解を示した。 

環境影響の総合的な評価についての意見は２項目であった。「地盤の環境保全措置で「環境影響

の程度は極めて小さいと判断される」とあるが、本文でも「極めて」という表現はない。」を始め

とした意見があり、「地盤の環境保全措置では「環境影響の程度は小さい」と判断されるため、準

備書の「極めて」を削除し、その旨評価書で修正する。」等の見解を示した。 

 

- 87 -



第 11 章  準備書についての愛知県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解 

 

環境影響評価法（平成９年６月 13 日法律第 81 号）第 20 条に基づく、環境影響評価準備書につい

ての愛知県知事の意見及びそれに対する都市計画決定権者の見解は以下に示すとおりである。 

 

事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(1) 事業の実施に当たっては、環境保全に

関する最善の技術を導入するなど、より一

層の環境影響の低減に努めること。 

事業の実施に当たっては、利用可能な環

境保全に関する最善の技術の導入など、実

効可能な範囲で環境影響の低減に努めま

す。 

(2) 環境への影響に関して新たな事実が判

明した場合などにおいては、必要に応じ適

切な措置を講じること。 

環境への影響に関して新たな事実が判明

した場合、または、予測し得ない環境上の

著しい影響が生じた場合等においては、必

要に応じて専門家の指導・助言を得るなど、

適切な措置を講じます。 

(3) 事業計画について、雨水調整池や公

園・緑地の規模、土地利用計画や都市施設

の配置に当たっての環境配慮事項など、よ

り具体的に記載すること。 

環境影響評価書においては、事業計画の

内容について、雨水調整池の規模等を可能

な限り具体的に記載しました。環境配慮事

項についても、公園・緑地について可能な

限り具体的に評価書に記載しました。 

(第４章 ２都市計画対象事業の内容、３環境配

慮事項  参照) 

全
般
的
事
項 

(4) 水田は、ヒートアイランド現象の緩和

や保水機能、生物の生息・生育環境など様々

な環境保全機能を有しているが、事業の実

施によりその機能が消失することとなるこ

とから、事業の実施に当たってはそうした

多様な機能の確保に配意して、幹線道路に

おける街路樹の整備や透水性舗装を積極的

に採用するなど、自然環境等の保全に配慮

すること。 

事業の実施に当たっては、幹線道路にお

ける街路樹の整備や透水性舗装等を積極的

に採用するなど、自然環境等の保全に配慮

した計画とします。 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(1) 建設機械や工事用車両の大気質、騒音

及び振動に係る予測対象時期について、大

気汚染物質の排出量等の経月変化を示すな

どその妥当性を明らかにすること。 

建設機械の稼働に伴う大気質について

は、工事計画により土地区画整理事業の工

事量が約 10 ヶ年でほぼ均等であり、斎場建

設事業の工事約２ヶ年のうち、土工事など

の工事が集中する時期が大気汚染物質の排

出量が最大となることから、この時期を予

測対象時期としました。 

建設機械の稼働に伴う騒音、振動につい

ては、事業実施区域に近接している住居等

に最も近接して工事が行われる時期を予測

対象時期としました。 

工事用車両の運行に伴う大気質、騒音、

振動については、土地区画整理事業の工事

と斎場建設事業の工事が重なり、基礎工事

などの資材運搬車両が多くなる時期が、大

型車の車両台数が最大となることから、こ

の時期を予測対象時期としました。 

(2) 建設機械及び斎場施設の稼働に伴う騒

音・振動の予測について、騒音・振動発生

源の位置など予測条件の一部が示されてい

ないことから、予測に必要な事項を記載す

ること。 

建設機械の稼働に伴う騒音・振動の予測

における建設機械の位置、及び、斎場施設

の稼働に伴う騒音・振動における発生源の

位置等を評価書に記載しました。 

(第９章 第１節 ２騒音、３振動  参照) 

(3) 建設機械騒音の予測結果の値は特定建

設作業の基準値に近いことから、「環境影

響の程度は極めて小さい」という評価は再

検討すること。 

建設機械騒音の評価においては、予測結

果の値 82dB が特定建設作業の基準値 85dB

を下回っているものの基準値に近いことか

ら、「環境影響の程度は小さい」という評価

としました。 

(第９章 第１節 ２騒音  参照) 

大
気
質
、
騒
音
、
振
動 

(4) 工事用車両の騒音・振動の予測につい

て、大気質と同様に予測地点ごとの車種別

交通量を記載すること。 

工事用車両の騒音・振動の予測において

は、予測地点ごとの車種別交通量を評価書

に記載しました。 

(第９章 第１節 ２騒音、３振動  参照) 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(5) 事業実施区域及びその周辺には住宅、

学校等が立地していることから、工事の実

施に当たっては、住宅、学校等からの距離、

建設機械の配置、作業時間等に十分配慮す

るとともに、低公害型の建設機械を積極的

に採用すること。 

工事の実施に当たっては、排出ガス対策

型及び低騒音・低振動型等の建設機械の積

極的な採用、住居・学校等に近接している

箇所での建設機械の複合同時稼働を極力避

けることなど、住居・学校等への環境負荷

を実効可能な範囲で低減した計画としま

す。 

(第４章 ３環境配慮事項  参照) 

(6) 工事用車両が走行する一部のルート沿

道では、既に道路交通騒音の環境基準値を

超えている状況であることから、工事の実

施に当たっては、沿道環境への影響をより

一層低減するため、工事用車両の走行台数

の平準化を図るとともに、最新規制適合車

を積極的に採用すること。 

工事の実施に当たっては、沿道環境への

影響をより一層低減するため、工事用車両

の走行台数の平準化に努めるとともに、最

新規制適合車の積極的な採用に努めます。

大
気
質
、
騒
音
、
振
動 

(7) 粉じん対策等として種子散布を行う

際には、生態系への影響に配慮した種子の

選定に努めること。 

種子散布については、一般的に在来種と

外来種の複数を混合しますが、外来種につ

いては「特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に関する法律」（平成 16 年法

律第 78 号）に基づく特定外来生物を使用し

ないなど、生態系への影響に配慮した種子

の選定に努めます。 

悪
臭 

斎場施設の稼働に伴う悪臭の予測につい

ては、類似施設である既設の名古屋市八事

斎場における現地調査結果を引用して予測

を行っているが、施設の煙源と敷地境界ま

での距離などを示した上で、調査方法及び

予測方法の妥当性を明らかにすること。 

八事斎場における排気筒の位置、排気筒

から敷地境界までの距離等について、評価

書に記載するとともに、新斎場施設におい

ては排気筒から敷地境界までの距離が遠い

こと、排気筒が高くなること、集じん装置

を設置すること等により、八事斎場よりも

悪臭レベルが低くなることを評価書に記載

しました。 

(第９章 第１節 ４悪臭  参照) 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

水
質 

工事の実施に当たっては、降雨による濁

水の流出防止のため、沈砂池の浚渫等によ

り、必要な沈砂機能を維持・確保するとと

もに、流出水の濁りの状況を把握し、必要

に応じ適切な措置を講じること。 

工事の実施に当たっては、降雨による濁

水の流出防止のために、仮設の沈砂池を適

切に配置する計画としています。また、降

雨時における流出水の濁りの状況を適宜把

握し、必要に応じ適切な措置を講じます。

(第９章 第１節 ５水質  参照) 

地
盤 

圧密沈下時間の予測に用いた圧密係数の

設定根拠を示すなど、予測方法をわかりや

すく記載すること。 

圧密沈下時間の計算に使用した時間係数

の設定根拠を示すとともに、圧密係数につ

いても圧密係数－平均圧密圧力の関係を示

す資料を評価書に記載しました。 

(第９章 第１節 ６地盤  参照) 

(1) 重要な種であるコギシギシに対する

環境保全措置として事業実施区域外で播

種を実施することとしているが、あらかじ

め専門家の指導や助言を得ながら適切に

実施すること。また、事後調査によりその

生育状況を的確に把握し、必要に応じ適切

な措置を講じること。 

環境保全措置の実施に当たっては、あら

かじめコギシギシの生育の状況を把握し、

専門家の指導・助言を得ながら種子の播種

等について適切に実施します。 

(第９章 第１節 ８植物  参照) 

事後調査については、専門家の指導・助

言を得ながら実施するとともに、予測し得

ない環境上の著しい影響が生じた場合は、

必要な措置を適切に講じます。 

(第９章 第２節 事後調査  参照) 

動
物
、
植
物
、
生
態
系 (2) 事業実施区域内で自然環境に配慮し

た公園を整備することとしているが、その

整備に当たっては、専門家の指導や助言を

得ながらコギシギシや名古屋市版レッド

データブックで絶滅危惧種に選定されて

いるコイヌガラシをはじめ多様な動植物

の生息・生育環境にも配慮すること。 

自然環境に配慮した公園の整備に当たっ

ては、専門家の指導・助言を得ながら、事

業実施区域内において生育が確認されたコ

ギシギシや名古屋市版レッドデータブック

で絶滅危惧種に選定されている種など多様

な動植物が生息・生育できる環境に配慮し

た整備に努めます。 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

動
物
、
植
物
、
生
態
系 

(3) 事業実施区域周辺における水田を主体

とした農地環境の保全を図るための環境配

慮方針が示されているが、その確実な実施

が図られるよう地域のコンセンサスづくり

に努めること。 

事業実施区域の周辺には茶屋新田土地改

良区の一部と、藤高、小川、西福田等の土

地改良区の水田地帯が広がり、今後も農業

振興地域として水田が残ることになると考

えられます。本事業の実施に伴う環境配慮

方針の実施に当たっては、地域の関係者や

関係機関と十分な調整をとりながら、事業

実施区域周辺の水田を主体とした農地環境

の保全に努めてまいります。 

(1) 幹線道路や斎場施設の存在についても

加えて予測・評価すること。また、事業実

施区域の特徴的な現況景観や将来の住宅等

の立地後のイメージ図を参考として記載し

ておくこと。 

眺望景観の変化について、幹線道路の植

栽帯や斎場施設を加えて予測・評価しまし

た。また、事業実施区域の特徴的な景観で

ある緑広がる水田の状況を把握し、事業完

了後の住宅等を想定しイメージ図を参考と

して評価書に記載しました。 

(第９章 第１節 10 景観  参照) 

景
観 

(2) 斎場施設や北側に隣接する公園の整備

に当たっては、地域の主要な眺望景観に配

慮するよう整備主体相互の連携を図るこ

と。 

斎場施設や北側に隣接する自然環境に配

慮した公園の整備に当たっては、整備主体

相互の連携を図り、周囲の景観と調和した

緑に囲まれた施設整備に努めます。 

廃
棄
物
等 

工事の実施に当たっては、廃棄物等の発

生を抑制することはもとより、再使用又は

再生利用を徹底するとともに、再使用又は

再生利用できないものについては、適正に

処理すること。また、廃棄物等の発生量の

算定根拠を明らかにすること。 

 

 

 

 

 

 

工事の実施に伴う建設発生土は事業実施

区域内で盛土材として再利用するととも

に、既設工作物の撤去に伴い発生するアス

ファルトがら等は再資源化施設に搬出し、

有効利用に努めます。なお、現段階で予測

できない建設工事に伴う副産物が発生した

場合には、「建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104

号）等に基づき適正に処理・処分します。

また、廃棄物等の発生量の算定根拠を評

価書に記載しました。 

(第９章 第１節 12 廃棄物等  参照) 
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事項 愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(1) 評価書の作成に当たっては、住民など

の意見を十分に検討するとともに、住民な

どにわかりやすい内容となるよう努めるこ

と。 

評価書の作成に当たっては、住民等の意

見に配慮するとともに、可能な限りわかり

やすい内容となるように努めています。ま

た、住民にわかりやすいように可能な限り

平易な表現に努めるとともに、専門的な用

語については巻末に用語集を添付していま

す。 

そ
の
他 

(2) 事業の実施に当たっては、住民などか

らの環境に関する要望などに対して、適切

な対応を図ること。 

事業の実施に当たっては、住民などから

の環境に関する要望などに対して、適切な

対応を図ります。 
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第 12 章  都市計画同意権者及び事業認可権者の意見と評価書の補正の概要 

 

環境影響評価法（平成９年６月 13 日法律第 81 号）第 40 条第 2 項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第 24 条に基づく都市計画同意権者及び事業認可権者の環境の保全の見地からの意見は以

下に示すとおりである。 
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 名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理事業に係る環境影響評価書に対する 

事業認可権者の意見について 

 

 

１．環境配慮事項についての意見 

  環境配慮事項に記載されている「人と自然との触れ合いができ、多様な動植物の生

息・生育が確保される公園・緑地」の整備にあたっては、環境保護の観点から表土の

有効利用について配慮されたい。 
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名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理事業に係る環境影響評価書に対する 

都市計画同意権者の意見について 

 

 

 本環境影響評価書については、環境大臣、認可権者の意見を勘案し、環境の保全の見

地から、以下の意見を申し述べる。 

 

１．事業実施区域内の保全対象への配慮について 

事業実施区域内には、工事期間中においても、学校等の保全対象が存在することか

ら、これらの保全対象に対する工事用機械の稼働、資材運搬車両等による粉じん、騒

音及び振動の影響を把握しつつ、必要に応じ、環境保全措置を実施すること。また、

その旨を評価書に記載すること。 

 

２．動植物・生態系への配慮について 

環境保全措置として、自然環境に配慮した緑地を公園内に整備するとされているが、

整備にあたっては、保全対象種であるコギシギシ等の希少植物及びダルマガエル等の

希少動物の生育・生息に適した環境となるよう、現存する生育・生息環境を活用する

など適切な配慮を行うこと。また、これらの種に適した生育・生息環境が維持される

よう、適切に管理を行うこと。 

以上について評価書に記載すること。 

 

３．環境配慮事項について 

環境配慮事項に記載されている「人と自然との触れ合いができ、多様な動植物の生

息・生育が確保される公園・緑地」の整備にあたっては、環境保護の観点から表土の

有効利用について配慮すること。 

 

 

 なお、上記以外においても、環境影響評価の結果をよりわかりやすく的確に記載する

という観点から、必要に応じ記載内容及び表記方法を見直すこと。 
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都市計画同意権者及び事業認可権者の環境の保全の見地からの意見を受けて環境影響評価法（平

成９年６月 13 日法律第 81 号）第 25 条第 2 項の規定に基づき評価書について環境保全措置の検討を

行うこと等補正した。 
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第 13 章  環境影響評価を受託した者の氏名及び住所 

 

事業者の名称：財団法人  東海技術センター 

          代表者の氏名：理事長    清水  定彦 

          事業者の住所：愛知県名古屋市名東区猪子石二丁目７１０番地 
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